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第 1章 包括外部監査の概要 

 

第 1 包括外部監査の種類 

 

地方自治法第 252条の37第 1項の規定に基づく包括外部監査 

 

 

第 2 選定した特定の事件（テーマ） 

 

子育て・教育事業の財務事務の執行及び運営に係る管理について 

 

 

第 3 監査対象年度 

 

令和 5年度（ただし、必要に応じて現年度及び過年度も対象とした。） 

 

 

第 4 包括外部監査の実施期間 

 

令和 6年 6月 1日から令和 7年 3月31日まで 
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第 5 テーマの選定理由 

 

豊橋市では、令和 3年度から10年にわたる第 6次総合計画がスタートして

おり、 8つの分野別に、まちづくりの基本となる方針を定めた計画を策定

し、実行している。 

また、 8つの分野のうち、 1つめに以下の子育て・教育を定めている。 

 

        （出典：豊橋市第 6次総合計画） 

当該テーマは、市民にとっても関心の高い領域の 1つであり、一方で、過

去の包括外部監査においては、平成25年度・平成26年度以降、監査テーマと

はなっていない。 

これらの点を踏まえ、第 6次総合計画の初期の段階で、以下の４つの視点

で包括外部監査を実施することは意義があると考えたため、特定の事件とし

て選定した。 

1 合規性：子育て・教育事業にかかる会計経理が法令等に従って適正に

処理されているか、また、関係法令、契約仕様に基づき、適正に業務は

履行されているか 

2 経済性：子育て・教育事業にかかる事務・事業の遂行及び予算の執行

が、より少ない費用で実施できたか 

3 効率性：子育て・教育事業について、同じ費用でより大きな成果が得

られなかったか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得たか 
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4 有効性：子育て・教育事業にかかる事務・事業の遂行が、所期の目的

を達成したか、また、効果をあげたか 

 

 

第 6 包括外部監査人及び補助者 

 

区分 氏名 資格等 

包括外部監査人 北川 裕和 公認会計士 

補助者 家田 敏明 公認会計士 

補助者 大西 研一 弁護士 公認会計士 

補助者 藤井 卓 システム監査技術者 

補助者 蘆澤 春奈 公認会計士 

補助者 森本 憲和 公認会計士 

補助者 大澤 令嗣 公認会計士 

補助者 近田 淳 公認会計士 

補助者 鈴木 康平 公認会計士 

補助者 中島 巧 日本公認会計士協会準会員 

 

 

第 7 利害関係 

 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の29の規定に

より記載すべき利害関係はない。 
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第 2章 子育て・教育事業の概要 

 

第 1 豊橋市の人口見通し 

 

豊橋市の人口は2010（平成22）年に376,665人でピークとなり、市制が施行

された1906（明治39）年から100 年余りでおよそ10倍にまで増加したが、そ

の後 5年間で1,900人減少して2015（平成27）年には374,765人となり、2023

（令和 5）年12月31日時点では368,686人となった。 

また、豊橋市の自然動態や社会動態といった人口変動の状況を踏まえ、第 

6次豊橋市総合計画においては、その最終年である2030（令和12）年に

359,000 人まで減少する見込みとなっている。 

生産年齢人口と年少人口の減少は進んでおり、特に生産年齢人口は急速に

減少していく。生産年齢人口の減少は年少人口の減少にも直結し、また、地

域経済や行政サービスの維持にも大きな影響を与える。 

人口減少社会に適応した持続可能なまちづくりを進めていくためにも、雇

用環境の整備や子育て支援など生産年齢人口が働き、子育てしやすい環境整

備を引き続き進めていく必要がある。また地域経済の維持や成長に向けて、

イノベーションのほか、リスキリングなどの労働生産性を高めていく取り組

みが必要となる（豊橋市政策研究レター vol. 8）。 
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第 2 総合計画 

 

1 総合計画とは 

総合計画は、社会情勢や国の政策を踏まえた将来展望のもとに、自主的か

つ総合的なまちづくりを計画的に進めるため、まちづくりの長期的な目標か

ら具体的な事業計画までを明らかにするものである。 

 

2 構成 

総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3つで構成されている。 

 

○基本構想 

将来目標として豊橋市が目指すまちの姿と、その実現に向けたまちづくり

の基本的な考え方を明らかにするものであり、2021（令和 3）年度から10 年

後にあたる2030（令和12）年度を目標年次としている。 

 

○基本計画 

基本構想に基づき、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、政策

ごとの取り組みの基本方針（分野別計画）や、戦略的な施策（まちづくり戦

略）を明らかにするものである。なお、まちづくり戦略は、第 2期豊橋市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略と一体のものとなる。 

2021（令和 3）年度から2025（令和 7）年度までの 5年間を計画期間とし

ている。 

 

○実施計画 

基本計画の取り組みの基本方針に基づいて、具体的な事業計画を明らかに

するものである。 

計画期間を 3年間とし、毎年度見直すことで実効性を担保している。 
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3 基本構想 

豊橋市では、以下の基本構想を策定している。 

基本構想とは、私たちが目指すまちの姿とその実現に向けたまちづくり

の基本的な考え方を明らかにするものである。豊橋市では、1970（昭和

45）年に第 1次豊橋市基本構想を策定し、以降 5期、半世紀にわたり長期

的なまちづくりの方針を示す本基本構想（総合計画）に基づき、総合的か

つ計画的なまちづくりを進めてきた。 

2011（平成23）年に地方自治法が改正され、それまで地方自治体に対し

て一律に義務付けられていた基本構想の策定が、それぞれの自主的な判断

に委ねられることとなった。しかしながら、豊橋市では基本構想を策定す

ることの意義を重んじ、地方自治法第96条第 2項の規定に基づく「豊橋市

議会の議決すべき事件に関する条例」の趣旨に鑑み、議会の議決を経て基

本構想を策定することとした。 

目まぐるしく変化し続ける社会状況において、豊橋市が真に市民の負託

に応え、適切な地域社会の任を果たすためには、将来を見通したまちづく

りの方向性をしっかり示すことが重要である。このため、2030（令和12）

年度を目標年次とする新たな基本構想を策定する。 



 7 / 186 

(1) まちづくりの基本理念 

豊橋市では、まちづくりの基本理念として、以下を策定している。 

『私たちがつくる 未来をつくる』 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、私たちの暮らしはかつてない

ほど大きな変化を迫られることとなった。これまでの常識や手法が通用し

ないことを十分覚悟し、従来の仕組みに固執することなく、新しい時代の

流れに呼応しながら未来に向かって新たな一歩を踏み出す。その歩みを止

めることのないよう、未来へとまなざしを向け、人を育て、ともにまちを

つくり、次代へとつないでいく。いま私たちに求められるのは、未来を描

いて切り拓くという強い気持ち、そして互いを信頼し思いやる気持ちと共

感力を持って、具体的な行動に打って出ることだと考える。 

国連が提唱し2030（令和12）年を目標年次とする持続可能な開発目標

（SDGs）が注目されている。SDGs は世界が抱えるさまざまな課題を解決

し、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、私たち一人ひとりが、その

一翼を担うことが求められている。SDGs に込められたメッセージは、地域

社会を支えるまちづくりにも通じており、幾多の困難に打ち勝つ上で私た

ちがすべからく規範としたい考え方である。 

とどまることのない少子高齢化の進行、感染症のパンデミックや自然災

害をはじめとしたさまざまな危機事案の脅威など、私たちの目前にはさま

ざまな困難が立ちはだかり、先行きを見通すことが非常に厳しい現実を迎

えている。こんな時だからこそ、互いを信じる心を忘れずに、まちづくり

に対する想いをみんなで共有し、育み、個々人の行動につなげていくこと

が大切だと考える。 

まちづくりの主役はまぎれもなく私たち一人ひとりである。みんながまち

づくりを自分事として考え、主体的に、そしてさまざまなパートナーとと

もに活動していくことで、夢と希望に満ちあふれる未来が切り拓かれてい

くに違いない。先人たちの想いとたゆまぬ努力によって築き上げてきた私

たちのまち豊橋を次の世代につなぐため、『私たちがつくる 未来をつく
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る』を念頭に、新しい時代に対応した未来の豊橋をみんなで創造する。 

 

 

(2) 目指すまちの姿 

豊橋市では、目指すまちの姿として、以下を策定している。 

「未来を担う 人を育むまち・豊橋」 

多くの人から選ばれ、住みたいと感じてもらえる魅力的なまちは、そこに

暮らす、あるいは関わる人たちによってつくられ、その想いとともに後世

へと引き継がれていく。このため、私たち一人ひとりが、わがまちを愛

し、故郷を誇りに想う気持ちを培うとともに、教育や産業、福祉、芸術文

化など、さまざまな分野で主体的に行動を起こすことのできる人材を、豊

橋市に関わる人たちみんなで育んでいく。そして、成長した人々が豊橋市

を舞台に、あるいは全国や世界に活動を広げるとともに、こうした活躍す

る人々を豊橋市の誇りに感じ、みんなで応援していくことで、豊橋市なら

ではのにぎわいと活気が生み出され、さらなるまちの発展につながってい

く。 

まちづくりにおいて最も大切なことは、人を育むことである。人がまちを

つくり、にぎわいと活気が生まれ、そのエネルギーでさらに多くの人々が

引き寄せられる。まさに人づくりは、まちづくりの土台となるもので、人

とまちがともに未来へと成長をし続けている姿こそ、私たちが目指すもの

である。 

人づくりを土台とした私たちが目指すまちの姿は、多様な分野に及んでお

り、各分野の理想の姿を明確に示すため、次の８つを掲げる。目指すまち

の姿の実現には、さまざまな困難が想定されるが、これまでの概念にとら

われることなく新たな発想や手法を積極的に取り入れながら、多様な主体

とのパートナーシップのもと、その実現を目指す。 
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4 基本計画 

豊橋市では、基本計画として、以下を策定している。 

基本計画は、基本構想に基づき、まちづくりを総合的かつ計画的に推進す

るため、第 6次総合計画（2021（令和 3）年度から2030（令和12）年度ま

で）の前期 5年間（2021（令和 3）年度から2025（令和 7）年度まで）に

おける、政策ごとの取り組みの基本方針（分野別計画）と戦略的な施策

（まちづくり戦略）を明らかにするもので、豊橋市の総合的な行政運営の

基本となるものである。また、まちづくり戦略は、人口減少対策に主眼を

置く第 2期豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略と一体のものである。 

人口減少や少子高齢社会の進行など、豊橋市を取り巻く社会環境が時代と

ともに変わりゆく中、目指すまちの姿の実現に向けて、多様化する行政課

題への対応とともに市民一人ひとりの想いを行動へといざない、これまで

以上に市民と一体となってまちづくりを進めていくとしている。 

分野別計画は、総合的かつ計画的な行政運営をもって基本構想に掲げる目

指すまちの姿の実現を図るため、分野別に整理した「政策」ごとに、「取り

組みの基本方針」や「未来をつくる みんなのアクション」などを明らかに

するものであり、 8つの分野は、基本構想で掲げた 8つの目指すまちの姿

に該当している。 

 

(1) 分野別計画（『子育て・教育事業』に関連するもの） 

 

 1 豊かな人間性を備え、未来を創る人が育つまち  

 

すべての子どもたちの健やかな成長を保障し、地域や社会が家庭に寄り

添い、子育てに安心や希望が持てる環境づくりを進める。また、郷土を愛

し、相手や周りの人を思いやることのできる豊かな人間性を備え、自らの

意思で行動して未来を切り拓くことのできるたくましい人材を育むべく、

家庭、学校、地域の連携を促進します。さらに人生 100年時代といわれる
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中、生涯を通して自己研さんを積むことができ、困難な状況にあっても自

分や家族の未来に希望の持てるまちを目指します。 

 

【実現するための政策】 

ア 子育て支援・児童福祉の充実 

子どもの健やかな成長を願い、子育てするすべての人を応援するととも

に、結婚から、妊娠、出産、子育てまで切れ目なく支援し、子育てに安心

や希望がもてるまちを目指します。 

指標 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

妊娠・出産・子育てに関する相談件数 7,077 件 9,700 件 

保育所・認定こども園における待機児童数 0人 0人 

子育て応援企業の認定事業所数 310 事業所 490事業所 

 

＜取り組みの基本方針＞ 

① 安心して結婚や子育てができる環境づくり 

子どもの健やかな成長を支えるため、子育て家庭の経済的な負担を軽減

するとともに、社会全体で子育て家庭を応援する意識づくりに取り組む。

また、希望する若い世代を対象にした結婚支援を行います。 

 

② 幼児期の教育・保育の充実 

希望する時期に幼児教育・保育を受けられるよう、利用者のニーズに応

じた、多様で質の高い教育や保育を提供できる環境の整備を進めます。 

 

③ 地域における子育てへの支援 

子育てへの不安や負担感を解消するため、相談体制を充実するとともに

さまざまな保育サービスを提供し、保護者に寄り添った適切な支援を行い

ます。また、関係機関や地域住民、企業等と連携し、地域が一体となった

子育て支援を進めます。 
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④ 子どもの権利を守る方策の推進 

すべての子どもの権利が尊重されるよう、啓発活動を通じて子どもの視

点に立った環境づくりを進めるとともに、子どもや家庭にとって一層利用

しやすい児童相談体制を整え、児童虐待防止対策の充実を図る。 

 

⑤ ひとり親家庭等への支援の充実 

ひとり親家庭等が自立して安定した生活を送れるよう、保護者への経済

的支援や就業支援に取り組む。 

 

イ 学校教育の推進 

子どもたちの「生きる力」を育むよう、学校、家庭、地域が一体となっ

て確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた教育の実現を目指

す。 

指標 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

学校で子どもたちの確かな学力が育まれて

いると感じている保護者の割合 
― 

維持 

(92%) 

学校で子どもたちの豊かな心が育まれてい

ると感じている保護者の割合 
― 

維持 

(92%) 

学校で子どもたちの健やかな体が育まれて

いると感じている保護者の割合 
― 

維持 

(90%) 

( )内の％は2020年度の保護者アンケート集計値 

 

＜取り組みの基本方針＞ 

① 豊かな学びの推進 

子どもたちの確かな学力、豊かな心、たくましく生きるための体力を育

むため、一人ひとりの個性や能力に応じたきめ細かな教育を推進するとと

もに、教科担任制や外部人材の活用などによる質の高い授業づくりを進め
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る。また、英語教育やキャリア教育、ICT を活用した教育など、時代の変

化や社会のニーズに対応した教育の充実を図る。 

さらに、発達段階に応じた系統的な教育を推進するため、小中一貫教育

をはじめ、幼児期から高等学校まで校種を越えたつながりのある教育に取

り組む。 

 

② 健やかな心と体の育成 

子どもたちが健やかに学校生活を送ることができるよう、健康診断や環

境衛生検査を行うとともに、健康教育を進める。 

また、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ

るよう、安全・安心な給食を保護者の負担軽減を図りながら提供するとと

もに食育を推進します。 

 

③ 教育環境の充実 

子どもたちが等しく将来の夢を抱き、その実現に向けて努力できる環境

を整えるため、経済的な支援などにより切れ目のない教育機会を保障する

とともに、教職員の多忙化解消に向けた取り組みを推進し、教職員が子ど

もと向き合う時間を充実させる。 

また、子どもたちにとって望ましい学習環境を確保するため、計画的か

つ効率的に学校施設等の整備を進めるとともに、人口減少時代における学

校のあり方についての検討を進める。 

 

④ 教職員の力量向上 

子ども一人ひとりの成長に寄り添い、それぞれの個性や能力を引き出す

ことができるよう、学び続ける教職員を育成するとともに、キャリアに合

わせて効果的な研修が受講できる体制を構築するなど教職員の力量向上の

ための取り組みを充実する。 
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⑤ 特色ある学校づくり 

子どもの豊かな人間性を育み、郷土への誇りと愛着を醸成するため、そ

れぞれの地域の自然環境、歴史、文化などを踏まえた特色ある教育活動を

展開する。 

また、地域とともにある学校づくりを目指して、学校と保護者・地域住

民等が連携して学校運営に取り組むコミュニティ・スクールを推進する。 

 

⑥ 個の特性に寄り添った教育の推進 

さまざまな事情を抱えた子どもたち一人ひとりに寄り添い、きめ細かに

対応するため、外国人児童生徒や不登校児童生徒への支援体制の充実を図

る。 

また、障害のある子ども一人ひとりの個性と可能性を伸ばすため、くす

のき特別支援学校を核とした特別支援教育を実施するとともに、就労支援

に重点をおいた学校づくりを推進する。 

さらに、豊橋高等学校及び家政高等専修学校の生徒一人ひとりが自立

し、社会に貢献できる人材となれるよう、学校の特色を生かしたきめ細か

なキャリア教育を推進する。 

 

ウ 生涯学習の推進 

子どもから大人まで、市民一人ひとりが生涯にわたり学ぶことができ、

その成果を生かして活躍することができる社会の構築を目指す。 

指標 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

生涯学習施設・青少年教育施設の利用者数 993,227 人 1,070,000 人 

のびるんde スクール登録児童割合 25.8% ※ 50% 

図書館の来館者数 875,293 人 1,800,000 人 

※ 2020年度当初の実績値 

 

＜取り組みの基本方針＞ 
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① 多様な学習機会の充実 

市民が生涯にわたり学び続けることができるよう、各世代のニーズに対

応したさまざまな学習機会を提供するとともに市民館の機能を高めるな

ど、生涯学習環境の充実を図る。 

 

② 地域・学校・家庭の協働の推進 

市民が学んだことを生かし生涯にわたり活躍できるよう、地域で学習成

果を発揮することができる場をつくる。 

また、家庭環境が多様化する中、家庭の教育力を高めるため、地域や学

校と連携し、保護者が身近な地域で家庭教育について学習や相談ができる

環境づくりを進める。 

 

③ 放課後の学びと交流機会の充実 

子どもたちが勉強、運動、遊びや交流をしながら安全に過ごすことがで

きるよう、地域との連携によるさまざまな利用者ニーズに対応した放課後

の子どもの居場所づくりを推進する。 

 

④ 図書館の充実 

市民が利用したくなる知識と情報の拠点となるよう、図書や郷土資料を

収集・提供するとともに、多様なニーズに応じたサービスの充実に取り組

む。また、地域の人材と情報などをつなぐ交流拠点としての機能を充実す

る。 

 

エ 科学教育の推進 

身近な生きものから宇宙までを学ぶことができ、新しい発見や驚きに出

会うことができる科学教育環境をつくる。 

指標 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

科学教育施設の入場者数 1,055,255人 1,150,000人 
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科学教育施設の収蔵資料数 555,667点 600,000点 

 

＜取り組みの基本方針＞ 

① 科学を学び親しむ機会の充実 

科学への理解や関心を深めるため、特色ある企画展やイベントの開催な

どを通じて、市民への普及啓発を図るとともに科学を学ぶ機会を充実す

る。 

また、質の高い教育普及活動を展開するため、学術的価値の高い資料を

収集するとともに、学芸員等による積極的な調査研究活動を行う。 

 

② 科学教育環境の充実 

科学への学習意欲を育む環境を整えるため、自然史博物館、視聴覚教育

センター・地下資源館、動植物園の機能を高めるとともに、特色を生かし

た科学教育の拠点づくりを一体的に推進する。 

 

オ 子ども・若者の健全育成 

顔の見える関係を地域でつくり、困難を抱える子ども・若者やその家族

を理解して支えるとともに、心身とも健やかに成長しながら前に進むこと

のできる力を育む。 

指標 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

非行防止啓発を目的とした地域合同補導へ

の参加率 

93.1% 95% 

子ども食堂等の子どもの居場所数 9か所 22か所 

子ども・若者相談窓口対応件数 6,923 件 8,000 件 

 

＜取り組みの基本方針＞ 

① 青少年の健全育成 

青少年の非行を未然に防ぐとともに健全な成長を支えるため、地域や家
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庭、学校、関係機関と連携し、啓発活動や見守り活動などに取り組む。 

 

② 困難を抱える子ども・若者への支援の充実 

子どもたちが困難を乗り越え健やかに成長することができるよう、支援

が必要な子どもやその家庭を地域で支える仕組みをつくるとともに支援体

制を充実する。 

また、困難を抱える子どもや若者が社会的に自立できるよう、関係機関

と連携し、一人ひとりの状況やライフステージに応じた包括的かつ切れ目

のない支援に取り組む。 

 

(2) まちづくり戦略（第 2期豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 

まちづくり戦略は、豊橋市の最重要課題ともいえる人口減少対策に、分

野横断的に取り組むため、 4つの「個別戦略」を掲げ、個別戦略ごとに重

点的かつ戦略的に推進する「数値目標」や「施策の基本方針」を明らかに

するものである。 

豊橋市では、2015（平成27）年に、長期的な人口見通しから将来を展望

する豊橋市人口ビジョンと、本ビジョンでの課題認識や将来展望を踏まえ

た総合的な人口減少対策となる豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定し、これまで豊橋市の創生に資する取り組みを総合的に推進してき

た。 

豊橋市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、2020（令和 2）年度をもっ

て計画期間が終了したが、豊橋市の人口は、依然として減少傾向であり、

大変厳しい状況が続いている。こうしたことを鑑み、取り組みの効果を高

めるとともに新たな事業の立案にも積極的に取り組み、さらなる人口減少

対策を推進するため、目的を同じくするまちづくり戦略と第 2期豊橋市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を一体的に策定した。 

 

○まちづくり戦略の力点と共通認識 
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豊橋市では、2015（平成27）年度に策定した豊橋市まち・ひと・しごと

創生総合戦略で 5つの個別戦略を掲げ、人口減少社会への対応の観点から

さまざまな取り組みを推進してきた。総人口の減少傾向に大きな変化はな

いものの、出生率の低迷や若者の流出がこのまま続けば、人口減少のさら

なる加速化が予想されることから、一層の対策強化が必要となる。 

こうした中、総務省が公表した人口移動報告では、2020（令和 2）年 5

月、東京都の社会増減数が転出超過となり、2013（平成25）年 7月に外国

人を加えた現在の調査方法となって以来、初めてのこととなった。 

新型コロナウイルス感染症が社会に与えた影響は極めて大きく、人々の

居住に関する意識や価値観にも変化をもたらし、ICTなどの進展も相まっ

て、住む場所に捉われない働き方も徐々に浸透するなど、大都市圏からの

人の流れづくりを目指す地方にとって追い風となる一面も見られている。 

人口の減少は、都市の持続可能性を脅かす重要課題であるとの認識のも

と、その解決に向け、出生率の上昇や人口の社会増加を目指す。ついて

は、まちづくり戦略において、未来の豊橋を見据える中で、人口減少対策

の特に重要な要素と考える「若者」及び「女性」に力点を置くとともに次

のことを共通認識とし、将来に向かって人口減少に歯止めをかけるため

の、さまざまな施策を実施する。 

 

＜共通認識＞ 

多様な人材の活躍を推進する 

・誰もが明るい未来を描き生きる喜びを実感できる地域社会を形成しま

す。 

・就労を望む誰もが働き続けることができる環境づくりを進めます。 

新しい時代の流れを力にする 

・Society5.0 を推進して社会システムを発展させます。 

・SDGsを推進して持続可能で多様性と包摂性のある社会をつくります。 

新しい生活様式に適応する 
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・コロナ禍でも社会経済活動を可能とするテレワーク等を普及させます。 

・地方都市ならではの安全・安心でゆとりのある暮らしを提供します。 
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(3) まちづくり戦略の「個別戦略」 

（※『子育て・教育事業』に関連するもの） 

 

 ３ 笑顔あふれる『子育て・教育環境づくり』  

 

結婚、出産、子育てへの希望を社会全体でかなえるとともに、一人ひと

りにあわせた質の高い教育を充実します。 

数値目標 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

合計特殊出生率 1.47 1.65 

婚姻数 1,730 件 1,800 件 

 

＜特に注力！＞ 

ア 子育てと仕事を両立できる環境づくり 

共働き家庭等が増える中、子育てと仕事を両立するための環境が十分に

整っていないことが、合計特殊出生率が低下する要因の一つとなっていま

す。地域や企業などと連携し、男女がともに仕事を続けながら子育てでき

る仕組みづくりや、復職のしやすい環境整備を進めます。 

 

イ 子どもたちの「学びたい」をかなえるための環境づくり 

子どもたちの物事に対する興味関心や学習意欲は、豊かな学びと育ちの

ための重要な要素です。子どもたちの「学びたい」という気持ちを引き出

すとともに、それに応える環境を整えます。 

 

＜施策の基本方針＞ 

ア 結婚から出産、子育てまでの包括的支援 

結婚を希望する方の思いをかなえるための取り組みを行うとともに、ラ

イフステージに応じた最適な支援や経済的負担の軽減を行い、安心して妊

娠、出産、子育てができる環境づくりを進めます。 
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イ 働きながら子育てできる環境づくり 

企業や関係機関と協力し、働き方改革の推進や子育て中の方が働きやすい

職場づくりを支援するとともに、地域における子育て支援拠点等を活用

し、子育ての負担を軽減するための取り組みを進めます。 

 

ウ 質の高い教育 

外部人材の活用による専門性を生かした授業づくりやICT を活用した教

育など、質の高い教育を推進することで、自分の力を最大限に発揮して活

躍できる人材を育成します。 

 

重要業績評価指標（KPI） 
現況値 

【2019年度】 

目標値 
【2025年度】 

子育てを楽しいと感じる保護者の割合 35.5% 45% 

保育所・認定こども園における待機児童数 0人 0人 

学校で子どもたちの確かな学力が育まれて 
いると感じている保護者の割合 

― ※ 維持 
（92%） 

※：2020 年度の保護者アンケート集計値＝91.8% 

 

(4) 基本計画推進のために 

 

基本計画に掲げる政策を総合的かつ計画的に推進するため、『私たちがつ

くる未来をつくる』という基本理念のもと、SDGs の目標を踏まえ、率先し

て事業を展開します。また、これを支える行財政運営等の方針を以下に示

します。 

 

ア 時代の要請に応える『行政運営』 

地方自治体を取り巻く環境は刻々と変化を続け、行政課題もまた多様化

し、複雑で高度なものとなっています。変革が求められる時代の中、社会

ニーズを的確にとらえて対応することができ、また先駆的な取り組みにも
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果敢に挑戦することのできる人材を育成するとともに、多彩な経験を持つ

人材の確保を図ります。あわせて、こうした人材が能力を最大限発揮して

活躍することができる風通しのよい組織風土と、新たな行政課題に迅速で

機動的に対応できる組織体制をつくります。 

また、人口減少の局面にあって財源や人員が限られる中、環境の変化に

対応しながらサービス水準を維持し、市民の立場に寄り添った親切で便利

な行政サービスを提供するため、生産性の向上が期待される組織全体の働

き方改革やDX 等を積極的に進めます。さらに、市民に信頼される組織とな

るよう、地域の声に積極的に耳を傾けるとともに、さまざまな媒体を活用

し、市民にとって分かりやすい情報発信を心がけます。 

 

イ 規律ある持続可能な『財政運営』 

豊橋市における長期的な生産年齢人口の減少に加え、新型コロナウイル

ス感染症まん延の影響による世界的な経済活動の低迷などを背景に、市税

収入等の落ち込みが懸念されており、今後ますます厳しい財政運営を強い

られることが見込まれます。戦略的かつ効率的な事業の選択と財源の配分

を推進するとともに、事業の見直しによる歳出抑制と経常的な歳入確保を

徹底し、健全で不測の事態にも備えのある持続可能な財政構造の保持を図

ります。 

また、既存の公共施設等の多くが老朽化しており、更新や維持管理等に

係る経費は今後、大幅に増加することが予測されます。将来にわたる財政

負担の軽減と平準化に向けて、公共施設等の計画的な保全による長寿命化

や更新を進めるとともに、施設需要の変化を的確にとらえて必要性と有効

性を勘案する中で、公共施設等の統合や廃止による保有量の削減にも取り

組み最適化を図ります。 

 

ウ 多彩な主体と築く『パートナーシップ』 

急速に変化する社会情勢や多様化する市民ニーズのすべてに行政のみで
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対応することは難しく、元気で持続可能なまちを創るには、これまで以上

に市民や事業者と協働したまちづくりを推進する必要があります。地域コ

ミュニティや市民活動団体との連携をさらに強固なものとし、年齢や性

別、国籍などによらず、あらゆる市民が活躍することができる機会を創出

するとともに、民間企業の柔軟な発想や優れた技術力、地元大学の専門

性、金融機関の持つ知見などを生かし、産学官金が一体となって、まち・

ひと・しごとの創生を推進します。 

また、豊橋市を含む東三河地域や三遠南信地域には、歴史的、社会的、

経済的つながりを背景とした強固な連携体制が備わっています。県内でも

人口減少が急速に進んでいる東三河地域の住民サービスを高い水準で保つ

ため、東三河県庁や東三河広域経済連合会等との連携をさらに深めるとと

もに東三河広域連合を通じて行う取り組みを拡充するほか、三遠南信地域

といった県境をまたぐ広範囲の連携も含めて、さまざまな分野で魅力と活

力を高めるための取り組みを積極的に推進します。 

 

 

 

  



 25 / 186 

第 3 実施計画（令和 5年度～ 7年度） 

 

1 実施計画とは 

豊橋市では、実施計画として、以下を策定している。 

実施計画とは、基本構想（目標年次：令和12 年度）、基本計画（計画期

間：令和 3～ 7年度）とともに豊橋市総合計画を構成するもので、前期基

本計画に示した分野別計画の 8分野38政策及びまちづくり戦略の 4つの個

別戦略を推進するための具体的な事業計画を明らかにするものである。 

この実施計画は、令和 5年度から 7年度までの 3年間を計画期間とす

る。ただし、内容については社会情勢や財政状況の変化への柔軟な対応を

図るため、毎年見直し（ 1年ごとにローリング）を行う。 

 

(1) 掲載事業 

第 6次豊橋市総合計画前期基本計画に示した政策及び戦略を推進する上

で特に重要な事業として、今後 3年間（計画期間：令和 5～ 7年度）で実

施を予定するもののうち、下記の要件を満たす事業を掲載している。 

区分 掲載事業 
掲載事業数 

ソフト ハード 合計 

① 政策推進に向けて重要な事業 195 6 201 

② 
全体事業費が 5億円以上の事業 
（国・県・民間などが主体となり、市が
事業費を負担・助成する事業を含む） 

― 42 42 

合計 195 48 243 

 

(2) 分野別計画内訳 

分野名 
政策数 事業数 

 
基本 

方針数 
ソフト ハード 合計 

1 豊かな人間性を備え、未来を
創る人が育つまち 

5 19 43 4 47 

2 活力みなぎり、はつらつと働
けるまち 

4 12 25 8 33 
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3 命の安全、心の安心が確保さ
れたまち 

4 13 20 3 23 

4 みんなで支え合い、笑顔で健
やかに暮らせるまち 

6 22 35 2 37 

5 互いを尊重し合い、心豊かに
暮らせるまち 

6 16 18 2 20 

6 魅力にあふれ、いきいきとに
ぎわいあるまち 

4 10 14 2 16 

7 自然と共生し、地球環境を大
切にするまち 

4 12 19 2 21 

8 暮らしの基盤が整った、便利
で快適なまち 

5 18 17 25 42 

その他 ― ― 4 0 4 

合計 38 122 195 48 243 

 

(3) まちづくり戦略内訳 

個別戦略名 
基本 

方針数 
事業数 

ソフト ハード 合計 

1 活力みなぎる『しごとづくり』 3 38 3 41 

2 選ばれ集う『ひとの流れづくり』 3 50 3 53 

3 笑顔あふれる『子育て・教育環境
づくり』 

3 34 3 37 

4 持続可能で暮らしやすい『都市空
間づくり』 

4 35 13 48 

合計 13 157 22 179 

※まちづくり戦略の事業は分野別計画のいずれかに該当し、複数の基本方

針に該当しているものは再掲している。 
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2 分野別計画 

（※『子育て・教育事業』に関連するもの） 
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 1 豊かな人間性を備え、未来を創る人が育つまち  
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3 まちづくり戦略 

（※『子育て・教育事業』に関連するもの） 
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 3 笑顔あふれる『子育て・教育環境づくり』 
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第 4 令和 5年度の予算 

 

1 予算のあらまし 

豊橋市の令和 5年度の予算のあらましは、以下となっている。 

豊橋市の新年度予算における歳入は、世界的なエネルギー・食料価格の

高騰などの影響や、景気の下振れリスクの高まりにより、非常に不安定な

状況となっている。しかしながら、そのような状況の中でも景気は緩やか

な回復基調にあり、歳入の基幹となる市税収入は増加を見込んでいる。 

歳出においては、豊橋市の未来を担う人への投資を子育て・教育・産業

などの分野で幅広く行うほか、喫緊の課題である原油価格・物価高騰への

対応や、 5類感染症への移行が決まった新型コロナウイルス感染症につい

ても引き続き対策を講じることとしており、一般会計の予算規模は過去最

大となった。 

新年度は、第 6次総合計画前期基本計画の中間年度であり、これまでの

取組みを評価・分析した上で、計画期間の後半に予定する施策へ着実に結

びつけるための重要な年となる。引き続きまちづくり戦略の推進を重点化

事項として位置づけ、 4つの部局横断プロジェクトを効果的に活用するこ

とで、目指すまちの姿の実現に向けて各分野の取組みを加速させる予算を

編成した。 

また、この予算のあらましを受けた、豊橋市の令和 5年度予算は、以下と

なっている。                    （単位：百万円） 

区分 令和 5年度 令和 4年度 差引額 伸率 

一般会計 137,512 130,320 7,192 5.5％ 

特別会計 71,829 69,098 2,731 4.0％ 

企業会計 68,518 67,165 1,353 2.0％ 

合計 277,859 266,583 11,276 4.2％ 

上記のうち、子育て・教育事業に関する予算は、上記の一般会計に含まれ

ており、主に、次の「 3 民生費」「 4 衛生費」「10 教育費」に該当する。 
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さらに、「 3 民生費」「 4 衛生費」「10 教育費」として、形態別に支出を

予定したものは、次の枠囲みの部分である。 
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（子育て・教育事業の形態別予定支出） 
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2 子育て・教育事業について目的別に支出を予定した令和 5年度予算 

令和 5年度の子育て・教育事業につき、「 3 民生費」「 4 衛生費」「10 教育

費」として、目的別に支出を予定したものは、以下のとおりである。 

（出典：令和 5年度 予算概要説明資料） 

※ 1 金額の下段（ ）内は令和 4年度予算 

※ 2 出典に金額の記載が無いものは「(記載なし)」としている。 

（子育て・教育事業の目的別予定支出：民生費） 

項目／説明 金額(千円) 

3.民生費 
57,946,521  

(54,400,783) 

 

 

社会福祉費 22,255,970  

(20,576,741) 

老人福祉費 6,311,783  

(6,173,795) 

児童福祉費 24,868,301  

(23,552,440) 

 安心して結婚や子育てができる環境づくり 

（国保年金課・子育て支援課） 

7,345,776  

(7,455,327) 

 ◎乳児期子育て世帯への家事支援 

 

9,911  

◎子育て世帯向けキッズスペースの設置 

（若手職員提案事業） 

2,276  

〇医療費自己負担分の助成 

 

(記載なし) 

〔令和 6年 1月診療分からの実施項目〕 

◎18歳到達年度末までの子どもの通院にか

かる自己負担額の助成を開始し、現物給付

により無償化 

 

(記載なし) 
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子どもの権利を守る方策の推進 

（こども若者総合相談支援センター） 

49,154  

(35,645) 

 ◎ヤングケアラーへの支援 10,002  

◎こども若者総合相談支援センターの体制強化 (記載なし) 

○幼児期の教育・保育の充実 

（保育課） 

14,431,077  

(13,071,279) 

 〇医療的ケア児への支援 6,961  

〇新吉保育園移転整備事業 14,864  

○保育料等の負担軽減施策の拡充 

◎保育所、認定こども園の保育料の無償化を

年収360万円未満相当世帯第 1子まで拡充 

◎適合届出保育施設の利用料助成を年収 360

万円未満相当世帯第 1子まで拡充 

◎休日保育及び病児保育の利用料無償化を市

民税非課税世帯まで拡充 

◎子どもが平日に園を休んだ場合、休日保育

利用料を無償化 

◎同日に同一施設の休日保育、病児保育及び

一時預かりを世帯で 2人以上利用した場合、 

2人目以降の利用料を無償化 

(記載なし) 

〇法人保育所人件費補助金の運用見直し 366,000  

○特別支援保育の充実 356,592  

〇保育体制強化事業費補助金の拡充 17,062  

◎物価高騰対応給食物資購入費補助金 138,000  

◎まちなか保育施設ニーズ調査 1,700  

○法人保育所・認定こども園整備費補助金 1,988,270  

○保育士・保育所支援窓口の充実 1,870  

◎保育所等緊急搬送時選定療養費助成金 116  
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 ○地域における子育てへの支援 

（子育て支援課・こども未来館・保育課） 

481,579  

(434,056) 

 ◎こども未来館天井耐震化等改修実施設計 (記載なし) 

◎まち空間リニューアル基本計画・基本設計 9,594  

 

 〇ファミリー・サポート・センター利用料補助

金の拡充 

1,325  

○延長保育事業補助金の拡充 29,440  

生活保護費 4,510,467  

(4,097,807) 
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（子育て・教育事業の目的別予定支出：衛生費） 

項目／説明 金額(千円) 

4.衛生費 
18,896,775  

(17,970,144) 

 

保 健 衛 生 費 8,685,916  

(6,888,825) 

 ○健康づくりの推進 

（健康政策課・健康増進課・生活衛生課） 

1,081,383  

(1,037,371) 

○健康的な暮らしの支援 

（健康政策課・健康増進課・こども保健課） 

372,095  

(478,576) 

○疾病の予防対策の推進 

（健康増進課） 

410,158  

(402,469) 

○感染症対策の推進 

（健康政策課・感染症対策室） 

4,448,928  

(2,883,268) 

○母子保健の推進 

（こども保健課） 

876,684  

(724,627) 

 ○産後ケア事業の推進 14,223  

○分娩前ウイルス検査の実施 90  

○特定不妊治療費の助成 15,000  

◎出産・子育て応援給付金給付事業 254,077  

○保健医療体制の充実 

（健康政策課・感染症対策室） 

772,132  

(767,920) 

〇災害時医療体制の充実 

（健康政策課） 

6,591  

(2,681) 

○動物愛護管理の推進 

（生活衛生課） 

133,723  

(38,821) 

環境費 7,344,733  

(8,102,788) 
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（子育て・教育事業の目的別予定支出：教育費） 

項目／説明 金額(千円) 

10.教育費 （国の補正予算に伴い、予算の前倒しとして

実施し繰り越すものを加えた額） 

13,492,731  

(13,963,497) 

 

教育総務費 2,632,863  

(2,664,956) 

 ○豊かな学びの推進 

（教育政策課・学校教育課） 

748,571  

(758,001) 

 ○英会話のできる豊橋っ子育成事業 4,409  

○民間プール等活用モデル事業の拡大 90,412  

◎学校の働き方改革推進委員会の開催 35  

○教育環境の充実 

（教育政策課・学校教育課） 

254,467  

(267,560) 

 〇就学援助の充実 1,641  

〇特色ある学校づくり 

（教育政策課・学校教育課） 

4,870  

(4,707) 

 ◎コミュニティ・スクールの導入 280  

○教育活動の支援 

（学校教育課） 

260,560  

(239,837) 

 〇不登校をはじめとした教育相談の充実 3,859  

◎子どもたちが安心できる居場所「エールー

ム」の新設 

7,605  

〇特別支援教育体制の充実 10,724  

○市立学校教育活動の推進 

（教育政策課） 

467,492  

(494,617) 

 ○スクールバス等の増車 73,318  

◎市立高等学校Ｗｅｂ出願の導入 446  

〇キャリア教育の充実 200  
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○自然史博物館の充実 

（自然史博物館） 

226,665  

(250,157) 

 

  ◎外部連携講座による魅力発信 990  

◎特別企画展「カイジュウ博2023－海で暮らす

仲間たち－」の開催 

14,213  

○科学教育センターの充実 

（科学教育センター） 

99,160  

(81,687) 

 〇大人向け科学講座の開催 540  

◎企画展「宇宙をさわる」の開催 370  

◎大人のためのプラネタリウム環境改善事業

（若手職員提案事業） 

2,289  

◎電気自動車の購入 (記載なし) 

小中学校費 2,374,235  

(3,108,375) 

 ○教育環境の整備 

（教育政策課・学校教育課) 

2,353,035  

(2,242,475) 

 
○小中学校の営繕事業 

545,342  

(1,452,374) 

○小中学校校舎等長寿命化改良事業  299,783  

○小中学校環境整備事業 222,064  

社会教育費 4,326,536  

(4,324,346) 

 

 

○多様な学習機会の充実 

（生涯学習課） 

429,501  

(555,347) 

 ○地区市民館におけるオンライン講座の充実 2,178  

◎東陽地区市民館特定天井改修実施設計 (記載なし) 

○地区市民館改修工事 (記載なし) 

◎地区市民館におけるプレイルームの充実 2,200  
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○地域・学校・家庭の協働の推進 

（生涯学習課） 

24,725  

(22,050) 

 ◎子育て世代に特化した講座等の充実 100  

○放課後の学びと交流機会の充実 

（生涯学習課） 

1,338,983  

(1,285,633) 

 ○公営児童クラブの充実 587,826  

○民営児童クラブに対する助成の充実 490,929  

○のびるんdeスクール事業の充実 

 ◎活動保険料の公費負担の実施 

 〇のびるんdeスクール管理システムの拡充 

247,229  

4,410  

2,178  

○図書館の充実 

（図書館） 

785,894  

(759,357) 

 ◎中央図書館大規模改修基本計画の策定 (記載なし) 

○美術博物館の充実 

（美術博物館） 

1,199,712  

(1,142,873) 

 ◎リニューアルオープン関連事業 42,373  

○企画展の開催等（美術博物館） (記載なし) 

○美術博物館大規模改修工事 935,300  

○歴史資源の保存と活用 

（美術博物館） 

182,817  

(119,302) 

 ◎二川宿本陣資料館大規模改修工事 77,900  

○西土蔵漆喰塗替修繕 (記載なし) 

○企画展の開催等（二川宿本陣資料館） (記載なし) 

 

 

○文化財の保護と次世代への継承 

（美術博物館） 

161,522  

(270,586) 

 ○吉田城址確認緊急調査 13,485  

◎文化財保存活用地域計画 2,431  

○指定文化財保存修理等への助成 6,632  
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保健給食費 4,159,097  

(3,865,820) 

 ○健やかな心と体の育成 

（保健給食課） 

4,057,145  

(3,768,192) 

 ○旧西部学校給食共同調理場の解体 85,600  

◎学校給食の無償提供 548,664  

◎学校給食用物資の物価高騰への対応 150,035  

◎学校給食費物価高騰対策臨時支援給付金 140,057  

◎小中学校施設等緊急搬送時選定療養費助成金 462  
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3 主な新規・拡充等事業（◎ 印は、新規事業を示す） 

 令和 5 年度の子育て・教育事業のうち、主な新規・拡充等事業として予定

した事業は、以下となっている。 

 

 豊かな人間性を備え、未来を創る人が育つまち  

 

(1) 安心して結婚や子育てができる環境づくり 

◎ 乳児期子育て世帯への家事支援 

◎ 子育て世帯向けキッズスペースの設置 

○ 医療費自己負担分の助成 

（◎ 18歳到達年度末までの子どもの通院にかかる自己負担額の助成を開始

し、現物給付により無償化） 

 

(2) 子どもの権利を守る方策の推進 

◎ ヤングケアラーへの支援 

 

(3) 幼児期の教育・保育の充実 

○ 保育料等の負担軽減施策の拡充 

（◎ 保育所、認定こども園の保育料の無償化を年収360万円未満相当世帯

第 1子まで拡充 ほか） 

○ 法人保育所人件費補助金の運用見直し 

○ 保育体制強化事業費補助金の拡充 

（◎ 一部の時間帯のスポット支援員を対象に追加、◎市独自に補助月額に

1％相当上乗せ） 

◎ 物価高騰対応給食物資購入費補助金 

◎ まちなか保育施設ニーズ調査 

○ 法人保育所・認定こども園整備費補助金 

（◎ 野依保育園、◎岩田こども園、◎希望が丘こども園、◎豊橋中央幼稚
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園） 

○ 保育士・保育所支援窓口の充実 

（◎ 潜在保育士の復職前短期雇用に対する助成、◎保育士確保のためのフ

ェアを官民一体で開催、◎良好な保育職場環境づくりのための研修内容を

拡充） 

◎ 保育所等緊急搬送時選定療養費助成金 

 

(4) 地域における子育てへの支援 

○ 延長保育事業補助金の拡充 

 

(5) 豊かな学びの推進 

○ 民間プール等活用モデル事業の拡大 

 

(6) 特色ある学校づくり 

◎ コミュニティ・スクールの導入 

 

(7) 教育活動の支援 

◎ 子どもたちが安心できる居場所「エールーム」の新設 

 

(8) 科学教育センターの充実 

◎ 大人のためのプラネタリウム環境改善事業 

 

(9) 教育環境の整備 

○ 小中学校校舎等長寿命化改良事業 

 

(10) 多様な学習機会の充実 

◎ 地区市民館におけるプレイルームの充実 

 



 54 / 186 

(11) 地域・学校・家庭の協働の推進 

◎ 子育て世代に特化した講座等の充実 

(12) 放課後の学びと交流機会の充実 

○ のびるんdeスクール事業の充実（◎活動保険料の公費負担の実施） 

 

(13) 図書館の充実 

◎ 中央図書館大規模改修基本計画の策定 

 

(14) 健やかな心と体の育成 

◎ 学校給食の無償提供 

◎ 学校給食用物資の物価高騰への対応 

◎ 学校給食費物価高騰対策臨時支援給付金 

◎ 小中学校施設等緊急搬送時選定療養費助成金 

 

上記の豊橋市の子育て・教育事業の概要を踏まえ、実施した監査の内容を

次ページ以降に記載する。 
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第 3章 包括外部監査の結果の総論 

 

第 1 監査の視点 

 

包括外部監査の視点として、合規性の他、地方自治法第 2条第14項に掲げ

る最少の経費で最大の効果を目指す 3E（経済性・効率性・有効性）の視点に

基づき、監査を実施した。 

具体的な視点は、以下のとおりである。 

 

1 合規性 

  子育て・教育事業にかかる会計経理が法令等に従って適正に処理され

ているか、また、関係法令、契約仕様に基づき、適正に業務は履行され

ているか 

 

 2 経済性 

  子育て・教育事業にかかる事務・事業の遂行及び予算の執行が、より

少ない費用で実施できたか 

 

 3 効率性 

  子育て・教育事業について、同じ費用でより大きな成果が得られなか

ったか、あるいは費用との対比で最大限の成果を得たか 

 

 4 有効性 

  子育て・教育事業にかかる事務・事業の遂行が、所期の目的を達成し

たか、また、効果をあげたか 
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第 2 包括外部監査結果の指摘と意見の区別 

 

包括外部監査の結果の記載のうち、指摘と意見の区別は、以下としている。 

 

1 指摘 

 

合規性、正確性に関して指摘した事項、その他不当であるものとして指

摘した事項 

 

 2 意見 

 

経済性、効率性、有効性等について意見を述べた事項 

 

なお、抽出した各収入単位ではなく、豊橋市全体のルールが必要と判断し

た事項については、それぞれの制度を所管する部署への指摘又は意見として

記載しているが、具体性を確保するため、抽出した各収入単位での監査の結

果においても記載している。 
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第 3 包括外部監査結果の指摘と意見の数 

 

1 監査結果の指摘と意見の総数 

監査結果の指摘と意見の総数は、以下のとおりである。 

 

指摘 意見 合計 

15 26 41 

 

 

2 計画と実績の比較に基づく監査結果の指摘と意見の数 

計画と実績の比較に基づく監査結果の指摘と意見の数は、以下のとおりで

ある。 

（子育て事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

こども未来部 子育て支援課 ― 1 1 

こども未来部 保育課 ― 3 3 

健康部 こども保健課 2 ― 2 

合計 2 4 6 

 

（教育事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

教育部 生涯学習課 1 ― 1 

合計 1 ― 1 

 

（その他） 

部署名 指摘 意見 合計 

財務部 財政課 ― 1 1 

合計 ― 1 1 
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3 支出データに基づく監査結果の指摘と意見の数 

支出データに基づく監査結果の指摘と意見の数は、以下のとおりである。 

（子育て事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

こども未来部 こども未来館 1 1 2 

こども未来部 こども若者総合相談支援センター ― 2 2 

こども未来部 保育課 ― 1 1 

健康部 こども保健課 2 3 5 

健康部 こども発達センター ― 1 1 

合計 3 8 11 

 

（教育事業） 

部署名 指摘 意見 合計 

文化・スポーツ部 図書館 ― 1 1 

総合動植物公園 自然史博物館 1 ― 1 

教育部 学校教育課 ― 2 2 

教育部 保健給食課 1 2 3 

教育部 生涯学習課 1 5 6 

教育部 美術博物館 5 2 7 

教育部 科学教育センター 1 1 2 

合計 9 13 22 

 

 

4 事業で使用するシステムの管理体制の監査結果の指摘と意見の数 

 

指摘及び意見はない。 
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4/ 1 3/31 

第 4 総論  

 

1 総論 

 

子育て・教育事業について、個別的な指摘・意見については後掲している

が、次項以下を指摘・意見としている。 

これらのうち、法令等に基づいて適切に処理すべきものは当然に改善すべ

きであるが、その他、行政評価制度はあるものの、特に事業の効果検証が十

分に行われていない、豊橋市として効果検証の仕組みが十分ではない点をあ

げることができる。 

各部署においては、予算を組んだだけになっていないか、やりっぱなしに

なっていないか、実施した事業は市民にとって役立ったか、当初予定した事

業目的は達成できたか等を、組織として十分に検証し、この結果を次年度以

降の事業に活かす必要があると考える。 

加えて、豊橋市として、以下の点を考慮し、効果検証のための仕組みをさ

らに整備する必要があると考える。 

① 次年度の予算要求時に（暫定・見込含めて）事業の効果を検証すること 

② 担当者の異動時に十分な引継ぎを行うこと 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①予算 

要求時 
②異動時 

当年度 次年度 
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2 計画と実績の比較に基づく監査結果の指摘と意見 

（子育て事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

子育て

支援課 

 

意見 A 1- 1 子育て支援ショートス

テイ事業委託料 

利用者の意見等の共

有について 

保育課 意見 A 2- 1 保護者の経済的負担の

軽減 

計画と実績との差異

理由の説明について 

 

保育課 意見 A 2- 2 民間保育所の保育士の

処遇改善促進のための

人件費補助金 

計画と実績との差異

理由の説明について 

 

保育課 意見 A 2- 3 延長保育事業費 事業の効果検証につ

いて 

 

こども

保健課 

指摘 A 3- 1 性と健康の相談センタ

ー事業（相談） 

事業の効果検証につ

いて 

 

こども

保健課 

指摘 A 3- 2 産前・産後サポート事

業（多胎妊産婦等支

援） 

事業の効果検証につ

いて 

 

 

（教育事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

生涯学

習課 

指摘 B 1- 1 思春期家庭教育講座 事業の見直しについ

て 
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（その他） 

部署 区分 番号 事業 項目 

財政課 意見 C 1- 1 計画に対する実績の説

明 

計画に対する実績の

説明について 

 

 

3 支出データに基づく監査結果の指摘と意見 

（子育て事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

こども

未来館 

  

指摘 D 1- 1 令和 5 年度 豊橋市

つどいの広場事業委託

業務 第 1 期分 4 月

分 

つどいの広場事業委

託料に係る精算額に

ついて 

 

こども

未来館 

意見 D 1- 2 ここにこサークルサポ

ーター及びサークル相

談員（サークル訪問以

外の活動分）謝礼 令

和 6 年 3 月分 

謝礼の支払い頻度に

ついて 

 

こども

若者総

合相談

支援セ

ンター 

意見 D 2- 1 10／28 ヤングケアラ

ー学生向けフォーラム 

講師謝礼 

アンケートの実施に

ついて 

こども

若者総

合相談

支援セ

意見 D 2- 2 豊橋市家庭訪問型子育

て支援ホームスタート

事業 10 月〜 3 月完了

分 

アンケートについて 
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ンター 

保育課 意見 D 3- 1 一時預かり事業（保育

所等） 1 回目 

アンケートの実施に

ついて 

 

こども

保健課 

  

指摘 D 4- 1 令和 5 年度 妊婦健

康診査委託（扶助費）

医師会分（市内分）10

月分 

個人情報の取扱いに

ついて 

 

 

こども

保健課 

意見 D 4- 2 産後ケア事業業務委託

料（ 8 月分） 

ア アンケート結果

の部署内の共有につ

いて 

 

こども

保健課 

意見 同上 同上 イ 委託料の金額検

討について 

 

こども

保健課 

指摘 D 4- 3 母子健康手帳（母子健

康手帳交付関係） 

契約手続について 

 

こども

保健課 

意見 D 4- 4 産前・産後サポート事

業（多胎妊産婦等支

援）業務委託 3 月分 

アンケートの実施に

ついて 

 

こども

発達セ

ンター 

意見 D 5- 1 令和 5 年度 障害児

等療育支援事業実施委

託 第 4 回分 

アンケート結果の部

署内の共有について 

 

（教育事業） 

部署 区分 番号 事業 項目 

図書館 

  

意見 

 

E 1- 1 豊橋市中央図書館建築

物及び建築設備定期点

点検結果を踏まえた

検討について 



 63 / 186 

検業務委託  

自然史

博物館 

指摘 E 2- 1 令和 5 年度 大型映

像デジタル番組組込・

宣伝業務（ 1 回目） 

選定委員会の構成に

ついて 

 

学校教

育課 

意見 E 3- 1 学齢簿・就学援助シス

テム用端末機器等賃貸

借（3602） 2 月分 

文書保存期間の取り

扱いについて 

 

学校教

育課 

意見 E 3- 2 学齢簿・就学援助シス

テム開発業務委託（住

民記録システム標準化

対応） 

随意契約内容の公表

について 

 

保健給

食課 

  

指摘 E 4- 1 令和 5 年度給食補助

等委託業務（ 2 月

分） 

モニタリングの実施

について 

 

保健給

食課 

意見 

 

E 4- 2 令和 5 年度 曙学校

給食センターサービス

対価（委託料）第 4

四半期分、令和 5 年

度 北部学校給食セン

ターサービス購入料Ｂ

第 4 四半期分 

ア モニタリングシ

ートの様式について 

 

保健給

食課 

意見 

 

同上 同上 イ モニタリングの

実施について 

 

生涯学

習課 

意見 E 5- 1 のびるん de スクール

管理運営業務委託料 

ア 事業効果の検証

について 

生涯学

習課 

意見 同上 同上 イ 管理運営業務委

託料の予算配分につ
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いて 

生涯学

習課 

指摘 E 5- 2 のびるん de スクール

開催運営サポート業務

（ 2 月分） 

サポート業務の人員

配置について 

 

生涯学

習課 

意見 E 5- 3 民営児童クラブ利用料

助成（前期・後期） 

ア 正確な振込先口

座情報の入手につい

て 

生涯学

習課 

意見 同上 同上 イ 振込データの作

成誤りについて 

生涯学

習課 

意見 E 5- 4 豊橋市放課後児童健全

育成事業補助金（第 4

回） 

助成金申請書（算出

内訳表）について 

美術博

物館 

指摘 E 6- 1 令和 5 年度二川宿本

陣まつり開催実行委員

会補助金（第 1 回

分・第 2 回分） 

補助金の使用方法に

ついて 

 

美術博

物館 

指摘 E 6- 2 「ブルターニュの光と

風」展覧会の開催支出 

ア 予算執行の区分

について 

 

美術博

物館 

指摘 同上 同上 イ 相手先業者の選

定方法について 

 

美術博

物館 

指摘 同上 同上 ウ 支出金額の妥当

性について 

 

美術博

物館 

指摘 E 6- 3 「ブルターニュの光と

風」展覧会の図録 

購入価格の妥当性に

ついて 
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美術博

物館 

意見 E 6- 4 豊橋市美術博物館ロゴ

入りグッズ 

ア ホームページへ

のミュージアムグッ

ズの掲載について 

美術博

物館 

意見 同上 同上 イ ホームページの

適時更新について 

 

科学教

育セン

ター 

指摘 E 7- 1 スカイスクリュー等・

科学実験キット等（消

耗品費） 

購入した物品の受払

管理について 

 

科学教

育セン

ター 

意見 E 7- 2 視聴覚教育センター・

地下資源館建築物及び

建築設備定期点検業務 

予定価格の算出方法

について 

 

 

4 子育て事業・教育事業で使用するシステムの管理体制の監査結果の指摘と

意見 

 

指摘及び意見はない。 
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5 カテゴリー別の監査結果の指摘と意見 

前項を踏まえ、カテゴリー別に監査結果の指摘と意見を整理した場合、以

下となる。 

カテゴリー 部署名 区分 番号 

効果検証 子育て支援課 意見 A 1- 1 

 保育課 意見 A 2- 1 

  意見 A 2- 2 

  意見 A 2- 3 

  意見 D 3- 1 

 こども保健課 指摘 A 3- 1 

  指摘 A 3- 2 

  意見 D 4- 2 ア 

  意見 D 4- 4 

 生涯学習課 指摘 B 1- 1 

 財政課 意見 C 1- 1 

 こども若者総合相談支援センター 意見 D 2- 1 

  意見 D 2- 2 

 こども発達センター 意見 D 5- 1 

 図書館  意見 E 1- 1 

 保健給食課  指摘 E 4- 1 

  意見 E 4- 2 ア 

  意見 E 4- 2 イ 

 生涯学習課 意見 E 5- 1 ア 

支出額の確認 こども未来館 指摘 D 1- 1 

 こども保健課 意見 D 4- 2 イ 

 生涯学習課 意見 E 5- 3 イ 

  意見 E 5- 4 

 美術博物館 指摘 E 6- 1 
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  指摘 E 6- 2 ウ 

  指摘 E 6- 3 

効率化 こども未来館 意見 D 1- 2 

 生涯学習課 意見 E 5- 3 ア 

個人情報の取扱い こども保健課  指摘 D 4- 1 

契約手続 こども保健課 指摘 D 4- 3 

 自然史博物館 指摘 E 2- 1 

 学校教育課 意見 E 3- 2 

 美術博物館 指摘 E 6- 2 イ 

 科学教育センター 意見 E 7- 2 

文書保存期間 学校教育課 意見 E 3- 1 

予算配分 生涯学習課 意見 E 5- 1 イ 

  指摘 E 5- 2 

予算執行 美術博物館 指摘 E 6- 2 ア 

情報提供 美術博物館 意見 E 6- 4 ア 

  意見 E 6- 4 イ 

受払管理 科学教育センター 指摘 E 7- 1 

 

 

なお、今回の監査対象はサンプル抽出に基づいており、他の取引について

も留意し、再確認することが望まれる。 
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第 5 包括外部監査結果の指摘と意見の一覧 

 

1 計画と実績の比較に基づく監査の結果の指摘と意見の一覧 

（子育て事業）                   ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 4章 第 2：番号・標題・内容 

こども未来

部 

子育て支援

課 

意見  A 1- 1 子育て支援ショートステイ事業委託料 

利用者の意見等の共有について 

当該事業ついては、令和 4年度・令和 5年度の計画

日数に対する実績日数が減少していたため、理由を確

認したところ、「利用実績は児童の家庭状況等により

左右されるものであり、令和 5年度は一時的に利用が

少なかったと考える。」とのことであった。 

また、利用者に、使い勝手に関する不満や意見がな

いか確認しているかについて質問したところ、担当者

が電話で確認しているものの、不満や意見がないた

め、記録には残していないとのことであった。 

利用者の不満や意見がないという情報も重要な情報

であり、不満や意見の有無を記録し、部署内で共有

し、翌年度以降の改善の要否の検討につなげるべきで

あると考える。 

こども未来

部 

保育課 

意見  A 2- 1 保護者の経済的負担の軽減 

計画と実績との差異理由の説明について 

 各事業のうち、特に、適合届出保育施設利用料の軽

減事業については、84万円を助成する計画だったとこ

ろ、助成実績がゼロとなっていたため、理由を確認し

たところ、「第 1子低所得世帯以降を対象とした拡充

分の予算だったが、実績は第 2子以降の子のみ申請が

あり、第 1子低所得世帯からの申請がなかったため、

助成実績がゼロとなった。」とのことであった。ま
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た、なぜ第 1子低所得世帯からの申請がなかったかに

ついての原因の分析はしていないとのことであった。 

 「予算の見どころ」は、豊橋市として、各種の事業

計画のうち、特に市民に説明するための公表物であ

り、計画と実績に著しく差異が発生した場合には、当

該差異とその原因についても分析し説明することが望

ましいと考える。 

こども未来

部 

保育課 

意見 A 2- 2 民間保育所の保育士の処遇改善促進のため

の人件費補助金 

計画と実績との差異理由の説明について 

 保育所人件費補助金については、366,000千円を補

助する計画だったところ、補助の実績金額が89,945千

円と、276,055千円（75％）減少していたため、理由

を確認したところ、「児童数の減や公定価格の増額改

正があり、総所要額から差し引く委託費が多くなった

ことなど」により、補助金の交付が少なくなり、予算

が余るとともに、予算の減額補正をしたとのことであ

った。 

 「予算の見どころ」は、豊橋市として、各種の事業

計画のうち、特に市民に説明するための公表物であ

り、市民も、366,000千円の補助がなされるものと理

解すると推測する。 

したがって、「予算の見どころ」の計画と実績に著

しく差異が発生した場合には、当該差異とその理由に

ついても説明することが望ましいと考える。 

  

なお、令和 6年度も366,000千円の同額の予算を計

上していたため、この点についても質問したところ、
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「予算作成時点で国の処遇改善未実施の園があり、今

後も処遇改善の促進により費用が必要になることが見

込まれることから、令和 5年度と同額を据え置い

た。」とのことであった。 

こども未来

部 

保育課 

意見  A 2- 3 延長保育事業費 

事業の効果検証について 

 延長保育事業ついて、令和 4年度に比較して、令和 

5年度の利用人数が減少していたため、原因と予算へ

の影響について質問した。 

結果、園に通う保護者に対して、年に一度、園全体

に関するアンケート調査は行い、延長保育事業につい

てのコメントはないとのことであったが、個別的に、

延長保育事業の利用人数の減少について原因分析は行

っていないとのことであった。また、予算への影響に

ついては、利用人数の増減により光熱費等の影響はな

いとのことであった。 

令和 5年度は、延長保育が必要な保護者が少なかっ

たのかもしれないが、利用人数の減少理由が明確では

なく、また予算上の影響はないとしても、そもそも延

長保育事業は、豊橋市として重要な事業の一つとして

位置づけていると思料する。 

園が実施する事業のうち、個別的な事業について利

用人数が少ない場合には、事業の改善余地がないかを

確認するため、改めて、利用者へのアンケート等を行

い、事業の周知方法や使い勝手等について当該年度の

事業の効果を検証すべきであると考える。 

健康部 

こども保健

課 

指摘  A 3- 1 性と健康の相談センター事業（相談） 

事業の効果検証について 
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 当該事業について、令和 5年度の計画件数に対する

実績件数が減少していたため、理由を確認したとこ

ろ、「新たなオンライン相談と、性に関する相談が想

定よりも少なかったことに加え、不妊に関する相談が

減少した。」とのことであった。 

 ただ、利用者へのアンケート等は行っておらず、令

和 5年の事業について、使い勝手が悪かったこと等に

より実績が少なかったどうか等の効果検証がなされて

いなかった。 

 当該事業は、令和 6年度においても、195件を計画

しており、豊橋市として、重要な事業の一つとして位

置づけていると思料する。 

本来は、利用者にアンケート等を実施し、事業の周

知方法や使い勝手等、事業の実施体制に改善の余地が

ないかを確認し、事業の効果を検証すべきであると考

える。 

健康部 

こども保健

課 

指摘  A 3- 2 産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支

援） 

事業の効果検証について 

 当該事業について、令和 5年度の計画件数に対する

実績件数が減少していたため、理由を確認したとこ

ろ、「産後の利用期間を産後 1年から 2年に延長した

ことによる利用増を見込んだが、令和 5年度について

は新型コロナウイルス感染症の 5類移行により家族の

支援を得られた妊産婦が多かったと考える。」とのこ

とであった。 

 また、令和 6年度の予算を確認したところ、14人を

計画し、計画人数を減少させていた。 
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 ただ、委託先や利用者へのアンケート等は行ってお

らず、令和 5年の事業について、使い勝手が悪かった

こと等により実績が少なかったどうか等の効果検証が

なされていなかった。 

 当該事業にかかる予算は余ったとのことであるが、

豊橋市として、重要な事業の一つとして位置づけてい

ると思料する。 

本来は、委託先や利用者にアンケート等を実施し、

事業の周知方法や使い勝手等、事業の実施体制に改善

の余地がないかを確認し、事業の効果を検証すべきで

あると考える。 
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2 計画と実績の比較に基づく監査の結果の指摘と意見の一覧 

（教育事業）                    ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 4章 第 3：番号・標題・内容 

教育部 

生涯学習課 

指摘  B 1- 1 思春期家庭教育講座 

事業の見直しについて 

 当該事業ついて、令和 4年度・令和 5年度の受講人

数の実績がゼロだったため、理由を確認したところ、

中学校へ呼び掛けを行っているが、実施する中学校が

なかったとのことであった。 

 また、令和 6年度も同じく予算計上し、1,400人の

受講を予定しているため、令和 6年 7月末時点の実施

予定を確認したところ、各中学校に向けて周知してい

るものの、予定はないとのことであった。 

 令和 4年度・令和 5年度において、予算は余ったと

のことであり、予算規模としては講師謝礼分とのこと

であるが、豊橋市として毎年予算計上している事業で

あり、重要な事業の一つとして位置づけていると思料

する。 

本来は、毎年度、計画に対する実績を比較し、本当

に必要な事業であるか、また必要な事業であるなら

ば、事業の周知方法や実施体制に改善の余地がないか

を検討すべきであると考える。 
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3 計画と実績の比較に基づく監査の結果の指摘と意見の一覧 

（その他）                     ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 4章 第 4：番号・標題・内容 

財務部 

財政課 

意見 C 1- 1 計画に対する実績の説明 

計画に対する実績の説明について 

豊橋市では、市民に対する計画の説明や、実績の説

明については、各々、詳細に実施している。 

ただ、市民に対して、計画と実績を比較して説明し

た資料は見当たらなかった。 

例えば、主要施策成果報告書は、過去 2年間の実績

を記載しており、前述した事業実績がゼロの思春期家

庭教育講座については、主要施策成果報告書上は、以

下の記載となっている。 

（出典：令和 5年度主要施策成果報告書P327） 

 

 

確かに、事実の記載はなされているものの、本来、

地方自治法第233条第 5項に定める「主要な施策の成果

を説明する書類」としては、過去の実績の推移に加え

て、次の記載例のように、計画に対して実績がどうだ

ったかを説明することが、市民にとっては、より有用

であると考える。 
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（記載例） 

 A 

（前年度） 

（実績） 

受講人数 

B 

（当年度） 

（計画） 

受講人数 

C 

（当年度） 

（実績） 

受講人数 

C-A C-B 

思春期家庭

教育講座 

0 人 1,400 人 0 人 0 人 ▲1,400 人 

上記について、当年度の実績は、前年度と同様、 

0人であった。 

また、当年度の実績は、計画に比べて1,400人減少

した。 

この要因は、・・・である。 

この要因を受けて、翌年度においては・・・・の

予定である。 等 
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4 支出データに基づく監査結果の指摘と意見の一覧 

（子育て事業）                   ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 5章 第 3：番号・標題・内容 

こども未来

部 

こども未来

館 

指摘 D 1- 1 令和 5年度 豊橋市つどいの広場事業委託

業務 第 1期分 4月分 

つどいの広場事業委託料に係る精算額について 

つどいの広場事業委託料精算に伴う返還金として

839,014円を精算している。また、当該金額は受入額

11,790,000円と決算額10,950,986円との差額から算定

されている。 

この点につき、収支決算書に記載の決算額

10,950,986円に関して、領収書等の裏付け資料を入手

しているかどうかを確認した。また、要領等の中に、

領収書等を保管することや、豊橋市がいつでも確認で

きる旨の記載があるかどうかを確認した。 

結果、領収書等の裏付け資料を入手しておらず、ま

た、要領等においても豊橋市がいつでも確認できる旨

の記載はされていなかった。 

過大請求等を防止するため、領収書等を入手すべき

と考える。あるいは、要領等の中に受託業者の決算額

の内訳等をいつでも確認できる旨の記載を設けるべき

と考える。 

こども未来

部 

こども未来

館 

意見 D 1- 2 ここにこサークルサポーター及びサークル

相談員（サークル訪問以外の活動分）謝礼 令和 6年 

3月分 

謝礼の支払い頻度について 

 ここにこサークルサポーター及びサークル相談員に

対する謝礼の支払いに関しては、毎月振り込みが行わ

れており、 3月の141件の振り込みのうち、500円の振
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り込みが83件あるなど、500円の振り込みの割合が多

くなっていた。 

 業務負担の軽減や、振込手数料の削減のため、数カ

月に 1度、まとめて支払うなど、支払い回数の削減を

検討することも有用であると考える。 

こども未来

部 

こども若者

総合相談支

援センター 

意見 D 2- 1 10／28 ヤングケアラー学生向けフォーラ

ム 講師謝礼 

アンケートの実施について 

ヤングケアラー学生向けフォーラム事業に関連し

て、フォーラム参加者へ満足度アンケート等を実施し

ているか確認した。 

結果、アンケートは実施されていなかった。 

実施した事業が市民にとって役に立ったか、改善す

べき点はなかったかについて、アンケートを実施し、

またアンケート結果を部署内で共有し、翌年度以降の

改善の要否の検討につなげるべきであると考える。 

こども未来

部 

こども若者

総合相談支

援センター 

意見 D 2- 2 豊橋市家庭訪問型子育て支援ホームスター

ト事業10月〜 3月完了分 

アンケートについて 

豊橋市家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業に

関連して、利用者へ満足度アンケート等を実施してい

るかを確認したところ、事業を委託した業者自身が実

施したアンケートを入手し、部署内で共有していた。 

この点につき、当該アンケートは、委託業者内の、

直接事業を実施した者とは別の者が実施していたもの

の、同一業者内であり、万一、委託業者に望ましくな

い回答があった場合、豊橋市まで報告されないことも

想定される。 
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豊橋市として、利用者からの生の声を入手するため

にも、直接、利用者にアンケートを実施することが望

ましいと考える。 

なお、利用者としては、アンケートへの回答負担が

増えてしまうため、委託業者からのアンケートは入手

を継続するとともに、別途実施する豊橋市としてのア

ンケートは、委託業者に満足したか等、アンケート項

目を簡略化する工夫が必要であると考える。 

こども未来

部 

保育課 

意見 D 3- 1 一時預かり事業（保育所等） 1回目 

アンケートの実施について 

一時預かり事業（保育所等）に関連して、利用者へ

満足度アンケート等を実施しているか確認した。 

結果、アンケートは実施されていなかった。 

実施した事業が市民にとって役に立ったか、事業を

実施した施設に改善すべき点はなかったかについて、

豊橋市が利用者に対して直接アンケートを実施し、ま

たアンケート結果を部署内で共有し、翌年度以降の改

善の要否の検討につなげるべきであると考える。 

健康部 

こども保健

課 

指摘 D 4- 1 令和 5年度 妊婦健康診査委託（扶助費）

医師会分（市内分）10月分 

個人情報の取扱いについて 

豊橋「市内」の妊婦健康診査は、一般社団法人豊橋

市医師会に委託しているが、実際の健康診査は、豊橋

市医師会の構成員である、市内の医療機関が実施して

いる。 

この点につき、豊橋市と豊橋市医師会との間で締結

した業務委託書第 4条には、再委託の制限として、

「あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、
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業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること

ができる。」旨の記載があるが、発注者としての豊橋

市が、再委託を承諾した旨の書類は確認できなかっ

た。 

また、豊橋市と豊橋市医師会との間では、個人情報

の取扱いについて詳細に定め、個人情報取扱特記事項

第 9条には「受託者が再委託する場合、再委託先との

間で、同等の内容の再委託契約を締結しなければなら

ず、その写しを豊橋市に提出しなければならない」旨

の記載があるが、当該写しは確認できなかった。 

豊橋市医師会と各医療機関は別組織であり、健康診

査を利用した者の個人情報は、各医療機関にも存在す

る。 

実際、豊橋「市外」の医療機関に妊婦健康診査を委

託する場合には、個人情報の取扱いについて、誓約書

を入手しており、豊橋「市内」の各医療機関について

も、豊橋市医師会との間で締結した個人情報の取扱い

と同等の取扱いがなされていることを確認する必要が

あると考える。 

健康部 

こども保健

課 

意見 D 4- 2 産後ケア事業業務委託料（ 8月分） 

ア アンケート結果の部署内の共有について 

産後ケア事業に関連して、利用者へ満足度アンケー

ト等を実施しているか確認した。 

結果、アンケート自体は実施されていたものの、ア

ンケート結果について、部署内で共有している旨の資

料は確認できなかった。 

担当部署として、実施した事業が市民にとって役に

立ったか、改善すべき点はなかったかについて、アン
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ケート結果を通して、部署内で共有した資料を残し、

翌年度以降の改善の要否の検討につなげるべきである

と考える。 

 

イ 委託料の金額検討について 

産後ケア事業は、宿泊型・デイサービス型・アウト

リーチ型があり、委託料の金額が定められている。 

当該委託料の金額の妥当性については、中核市及び

近隣市町の平均単価を参考に検討しているとのことで

あったため、当該資料を確認したところ、デイサービ

ス型については令和 5年度の検討資料が確認できた。 

一方、宿泊型については、令和元年10月以降の検討

資料は確認できなかった。また、アウトリーチ型につ

いては、検討資料自体が確認できなかった。 

本来は、全ての産後ケア事業について、定期的に、

委託料の金額の妥当性を検討する必要があると考え

る。 

健康部 

こども保健

課 

指摘 D 4- 3 母子健康手帳（母子健康手帳交付関係） 

契約手続について 

母子健康手帳は、複数の会社が発行しているが、様

式は様々であり、豊橋市では、利用者の便宜を考え、

従来から同じ会社の母子健康手帳を購入している。ま

た、これは地方自治法施行令第167条の 2第 1項第 2

号の規定により一者随意契約を行うものである。 

地方自治法施行令 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第

二項の規定により随意契約によることができる場合
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は、次に掲げる場合とする。 

： 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体

が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使

用させるため必要な物品の売払いその他の契約でそ

の性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き。 

この点につき、契約手続を確認したところ、当該会

社から見積書は入手していたものの、一者随意契約理

由書が確認できなかった。 

本来、随意契約を行う場合には、一者随意契約理由

書を作成し、承認された後に購入する必要があり、承

認されない場合には、競争入札等を行うこととなるた

め、改善が必要と考える。 

健康部 

こども保健

課 

意見 D 4- 4 産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支

援）業務委託 3月分 

アンケートの実施について 

産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支援）に関

連して、支援者へ満足度アンケート等を実施している

か確認した。 

結果、アンケートは実施されていなかった。 

実施した事業が市民にとって役に立ったか、改善すべ

き点はなかったかについて、アンケートを実施し、ま

たアンケート結果を部署内で共有し、翌年度以降の改

善の要否の検討につなげるべきであると考える。 

健康部 

こども発達

センター 

意見 D 5- 1 令和 5年度 障害児等療育支援事業実施委

託 第 4回分 

アンケート結果の部署内の共有について 
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在宅支援訪問療育等指導事業及び施設支援一般指導

事業に関連して、訪問先や支援先へ満足度アンケート

等を実施しているか確認した。 

結果、アンケート自体は実施されていたものの、ア

ンケート結果について、部署内での共有はなされてい

なかった。 

本来、担当部署として、実施した事業が市民にとっ

て役に立ったか、改善すべき点はなかったか、アンケ

ート結果を通して共有し、翌年度以降の改善の要否の

検討につなげるべきであると考える。 
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5 支出データに基づく監査結果の指摘と意見の一覧 

（教育事業）                    ※下線：強調箇所 

部署名 区分 第 5章 第 4：番号・標題・内容 

文化・スポ

ーツ部 

図書館 

意見 E 1- 1 豊橋市中央図書館建築物及び建築設備定期

点検業務委託 

点検結果を踏まえた検討について 

中央図書館は、毎年、建築物及び建築設備の定期点

検を実施している。また一方で、将来の大規模改修を

予定している。 

令和 5年度の定期点検報告書を確認したところ、複

数の要是正項目があったため、個々の要是正項目ごと

に、大規模改修時の対応でよいか、あるいは緊急に対

応する必要があるか否かについて、図書館として検討

は行ったとのことであったが、資料では確認できなか

った。 

将来の大規模改修が予定されている場合、現時点で

の個別の修繕等は効率的ではないが、一方で、万一、

大規模改修前に不測の事態が起こった際、利用者への

影響はあるか、緊急に対応が必要かについては、図書

館として、検討内容を資料として残すことが望ましい

と考える。 

総合動植物

公園 

自然史博物

館 

指摘 E 2- 1 令和 5年度 大型映像デジタル番組組込・

宣伝業務（ 1回目） 

選定委員会の構成について 

豊橋市自然史博物館大型映像番組選定委員会の構成

について「豊橋市自然史博物館大型映像番組選定委員

会設置要綱」を確認したところ、「委員長及び委員

は、豊橋市教育委員会が委嘱し又は任命する学校教

育、映像・映画等に関する学職経験者及び豊橋市自然
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史博物館長」と定められていた。 

この点につき、当該要綱には、プロポーザル対象会

社と特別な利害関係を有する者を除く等の規定は含ま

れていなかった。 

より公平性を高めるため、選定委員会の構成を決定

する際には、特別な利害関係を有する者を除く等の規

定を含めるべきであると考える。 

教育部 

学校教育課 

 

意見 E 3- 1 学齢簿・就学援助システム用端末機器等賃

貸借（3602） 2月分 

文書保存期間の取り扱いについて 

「豊橋市文書取扱規程」第18条第 2項の定める別表

第 1において、行政事務の施策に関する文書や行政執

行上参考資料となる文書について、主なものは10年、

軽易なものは 3年、その他は 5年の保存期間が定めら

れている。 

この点につき、「主なもの」や「軽易なもの」と判

断する基準が定められておらず、豊橋市の文書事務の

手引や文書法務FAQの決裁規程に関する軽易・定例等

の判断を参考に、各課の判断に委ねられているため、

豊橋市として統一的な運用をするためにも、判断指針

を定めることを検討する必要がある。 

また、上記の支出額は、契約期間が令和 6年 3月31

日までの 5年間、契約金額24,760,080円の契約に基づ

く月額であり、契約書については支出伝票に関係する

ものとして保存されていると考えられるが、平成30年

度の起案文書は、令和 5年度末において 5年の保存期

間を経過したとして廃棄されている。 

この点につき、契約を締結するに至った経緯等を確
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認する手段を残すため、契約期間が継続している限り

その起案文書についても合わせて保管することが望ま

れる。 

なお、上記については、現状の豊橋市の定めに反す

る取り扱いではないが、文書を保存することで将来的

にどのように活用できると考えるか、豊橋市の考える

文書保存の目的に応じたルールの明確化が必要と考え

る。 

教育部 

学校教育課 

 

 E 3- 2 学齢簿・就学援助システム開発業務委託

（住民記録システム標準化対応） 

随意契約内容の公表について 

本件委託業務は、既に開発・運用されている学齢

簿・就学援助システムと連携している住民記録システ

ムの標準化対応に伴うシステム改修及び動作テストで

あり、システムの開発元しか行うことができず、開発

元以外の第三者に履行させることができないため、地

方自治法施行令第167条の２第1項第2号の定めにより

「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適し

ないもの」であると判断し随意契約としている。当該

判断については、「豊橋市随意契約ガイドラン」（平成

30年 6月改訂 契約検査課）の 4.随意契約ができる場

合の例示として「⑦ 電算システムについて、当該シ

ステムの特許権、著作権その他の排他的権利を有する

システム開発者にしかできない改造、改良、保守、点

検等を実施する場合」の記載とも整合している。 

随意契約に関しては、委託業務の円滑な執行と透明

性を図ることを目的に、「物品の調達業務及び委託業

務に係る入札結果等の公表事務取扱要領」の第 7条に
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より、入札結果等の公表の規定を準用し、豊橋市契約

規則第52条に定める額を超える随意契約について公表

するものとされており、当該契約についても、学校教

育課窓口において「入札結果等の公表」として、文書

閲覧方式により確認することができる。 

しかし、開示の方法は、窓口における文書閲覧方式

のみであり、文書閲覧により随意契約が開示されてい

ることについてはホームページなどで明示されておら

ず、市民への周知は図られていない。また、公表文書

の記載内容については、随意契約である旨や随意契約

とした理由も開示されていない。 

この点、名古屋市では契約手続の透明性・公正性・

競争性をより高めるための取組みとして、随意契約を

行った場合は、少額のものを除きその理由などを公表

しており、都城市でも、契約手続の透明性の向上を図

るための取り組みとして、平成25年1月から随意契約

案件の随意契約理由を公表しているなど、随意契約に

関する開示を行っている自治体もある。 

豊橋市においても同様に、契約手続の透明性・公正

性・競争性の向上を図るため、随意契約として理由な

どの開示を検討することが望まれる。 

教育部 

保健給食課 

指摘 E 4- 1 令和 5年度給食補助等委託業務（ 2月分） 

モニタリングの実施について 

豊橋市は、小中学校の給食事業のうち、一部の業務

を公益財団法人豊橋市学校給食協会（以下「給食協

会」という。）に委託しており、その主な業務内容は

次のとおりである。 

ア 東部学校給食センターにおける給食補助業務 
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イ 東部及び北部学校給食センターから配送される 

市立小中学校における給食受入業務 

ウ 東部、南部、北部及び曙学校給食センターの学 

校給食物資購入業務 

このうち、ア 給食補助業務とは、学校給食センタ

ーにおける生鮮野菜類の下処理業務及び使用済み食

器・食缶類の洗浄業務をいい、イ 給食受入業務と

は、給食用パン、米飯、ソフトめん及び牛乳等を点検

受領し、これを学級別に区分すること並びに学校給食

センターから配送される食器・食缶類を収めたコンテ

ナ等の点検受領及び給食終了後の配送業者への受渡し

をいう。給食協会は毎月、豊橋市に対し完了検査報告

書を提出し、豊橋市から業務内容のチェックを受けて

いる。 

上記アにおける東部以外の学校給食センター及びイ

における東部及び北部以外の学校給食センターは、給

食協会が受託していないためそれぞれア・イの各業務

を実施する。 

市内の学校給食事業のうち、北部及び曙の各学校給

食センターは、いわゆるPFI事業として、過年度より

その運営を民間企業に長期・包括的に委託している。

令和 6年度において、南部学校給食センターについて

も入札公告を行っており、同様にその運営を民間企業

に委託する方針となっている。北部及び曙学校給食セ

ンター事業を受託した民間企業は、それぞれSPC（特

別目的会社）であり、実際の事業は当該SPC構成企業

が行う。 

SPCは、四半期ごとにモニタリングシートに基づき
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豊橋市からモニタリングを受け、事業主体として「適

合」するかどうかチェックを受けている。そのチェッ

ク項目数は曙学校給食センターの運営企業の場合、運

営編として85、維持管理編として78に及ぶ。同様に北

部学校給食センターについては、運営について87、維

持管理について50となっている。上記ア・イの業務に

ついても、チェック項目が設けられており、その業務

の適切性が豊橋市によってモニタリングされている。 

給食協会は毎月、豊橋市に対し完了検査報告書を提

出しているとはいえ、その様式はモニタリングシート

と比較すると簡便的で、学校給食センターを受託して

いるSPCと同程度のチェックを受けているかどうかに

ついて、残された資料から確認することができなかっ

た。公益財団法人とはいえ豊橋市とは別組織であり、

そこへ学校給食事業の一部を委託する以上、学校給食

という生徒・児童の健全な成長及び健康管理に責任を

有する豊橋市としては、事業遂行について何らかのチ

ェックを要すると考えられるところ、民間企業よりも

簡便的なモニタリングで済ませられるという合理的な

理由を見出すことができなかった。少なくとも、受託

したSPCと共通する業務に関しては、それと同等程度

のモニタリングが必要ではないかと考える。 

教育部 

保健給食課 

意見 E 4- 2 令和 5年度 曙学校給食センターサービス

対価（委託料）第 4四半期分、令和 5年度 北部学校

給食センターサービス購入料Ｂ第 4四半期分 

ア モニタリングシートの様式について 

豊橋市にある 4つの学校給食センター（北部・東

部・南部・曙）のうち、北部及び曙は、いわゆるPFI
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事業として過年度に民間企業へ運営が委託され、南部

についても令和 6年度にその運営事業の入札公告が実

施されており運営事業者を選定しているところであ

る。 

現在、北部及び曙学校給食センターは、SPC（特別

目的会社）がその運営を担っており、実際の業務はそ

の構成企業が実施している。市は、SPCによる業務遂

行状況を四半期ごとにモニタリングしており、その適

合性を確かめている。実際のモニタリングは、モニタ

リングシートに基づいて行われ、そのチェック項目数

は曙学校給食センターの運営企業の場合、運営編とし

て85、維持管理編として78に及ぶ。同様に北部学校給

食センターについては、運営について87、維持管理に

ついて50となっている。 

今後、南部学校給食センターも民間事業主体による

運営となり、市によるモニタリングが実施されると予

想されるところ、学校給食センター事業には共通点が

あるため、モニタリングシートを共通化するのが業務

効率化の観点から望ましい。もちろん、センターによ

ってはチェックする必要のない項目が含まれるもの

の、その点については「該当なし」と記載すれば足

り、項目に不足さえなければモニタリングシートとし

て十分であると考える。今後、モニタリングシートの

改訂が必要となるような事案が生じた場合でも、あら

かじめ様式を統一しておいた方がセンターごとに対応

せずに済む分、効率的な対応が可能となると考える。 

この点、豊橋市は、モニタリングシートの様式及び

項目は、給食センターごとに運営事業者との協議のう
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え作成したものであるとするが、そもそもモニタリン

グ実施主体は豊橋市であるはずで、だとすれば豊橋市

側が必要な項目を最終的に決するべきである。 

 

イ モニタリングの実施について 

北部及び曙の各学校給食センターの運営を担う各

SPCは、それぞれに用意されたモニタリングシート上

において、各項目の自主点検をし点検内容の根拠書類

を明示したうえで、豊橋市からのモニタリングを受け

ることとなっている。 

モニタリングシートを閲覧したところ、モニタリン

グシートにて豊橋市側は、書類を確認した旨の記載を

確認することはできたものの、それによって各項目に

つき、どういったモニタリングをしたのか判断の結果

及びその過程を確認することができなかった。現行の

モニタリングシートの運用だと、各項目において要求

される資料又は書類がそろっているかどうかだけをチ

ェックしているように見受けられる。 

少なくとも各項目について書類の作成状況だけのチ

ェックではなく、各項目の遂行又は充足状況までをチ

ェック対象とするのであれば、判断結果及びそこに至

った過程を簡潔な記載でも構わないので書類に残すべ

きである。 

教育部 

生涯学習課 

意見 E 5- 1 のびるんdeスクール管理運営業務委託料 

ア 事業効果の検証について 

のびるんdeスクールは、小学校児童の放課後の学び

の場として各小学校で運営されている。利用に当たり

保護者及び児童は、ウェブ上で所定の登録及び利用前
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月の15日までに当月の出席予定を入力する。活動内容

は、自主学習及び外部講師を招いてのスポーツ・カル

チャー・アカデミーの各分野での体験活動が予定され

ている。 

第 6次豊橋市総合計画によると、市は、2025年度の

目標値として登録児童割合50％を設定している。上記

活動成果として、当該事業の定性的な目標を設定する

ことは困難であり、事業成果を定量的に把握すること

自体は、合理的であると考える。もっとも、登録児童

割合のみだと毎回全員参加でもない限り実際の利用者

数と一致せず、それでは実際の活動規模を直接把握す

ることができないことから、それをより直接的に反映

させる指標として実際の利用児童数又は利用延べ人数

を用いることが望ましいと考える。 

 

イ 管理運営業務委託料の予算配分について 

のびるんdeスクールは、各小学校に設置された運営

委員会によって運営され、その管理運営業務委託料と

して、市から各校の運営委員会に対し消耗品又は印刷

費などの必要経費を支給している。各校の当該経費

は、登録児童数に応じて一定の算式に基づいて算出さ

れる。 

しかし、上述のとおり実際の利用者数は、登録とは

別にその都度利用申込みが必要となるため、実際の経

費は活動規模に応じて支給されていると言い難い状況

にある。したがって、当年度の委託料を決定するに当

たり、前年度の参加者数を参照するなどしたうえで、

当年度の開催規模を予測して支給したり、予測を超え
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た利用者数となった場合には不足分を事後的に支給す

るなど各校の実際の利用規模に応じた支給がなされる

ことが望ましい。 

教育部 

生涯学習課 

指摘 E 5- 2 のびるんdeスクール開催運営サポート業務

（ 2月分） 

サポート業務の人員配置について 

のびるんdeスクールの運営に際し外部講師と別に、

運営サポート業務に当たる人員を配置しており、当該

人員は、公益社団法人愛知県シルバー人材センター連

合会から派遣されている。各校の配置人数は、児童登

録者数又は率を基準として、同連合会との間の協議の

うえで決定されるとのことである。各校の配置人員数

は、各校に配分される、前述「 E 5 -1 のびるんde

スクール管理運営業務委託料」の大小とは必ずしも一

致しておらず、同委託料金額すなわち登録児童数が同

程度の小学校であったとしても配置される人数はまち

まちとなっている。 

この点について、仮に利用者数を見込んだうえで配

置人数を決しているのであれば、これを上述の管理運

営業務委託料の支給額決定に反映させる余地があると

考える。ただし、仮に実際の利用者数又はその見込み

を反映したうえで配置人員数を決しているのであると

すれば、市の支出である以上それを内部で検討する証

跡が残されているのが望ましいにもかかわらず、配置

人員数の決定に関する具体的な証跡は残されていなか

った。 

そもそも、のびるんdeスクールの運営を市内で画一

的に行うことなく、各校において用品利用を厚くする
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かサポート人員数を厚くするか、などの裁量的な運営

を許容するのであれば、管理運営業務委託料金額とサ

ポート人員配置人数とは、必ずしも相関関係にある必

要はない。しかし、豊橋市の予算を配分する以上、そ

うした裁量を許容する場合は、少なくとも各校におけ

る運営実態を市側で把握する必要があると考える。豊

橋市側において、そうした各校における運営に関する

具体的な方針などを把握することなく、両者の金額に

相関が見られない現状においては、管理運営業務委託

料又は人員に係る人件費のいずれかに偏りが生じてい

るとの疑念を抱かせかねない状況にある。予算の適切

な配分の観点からすると、管理運営業務委託料及びサ

ポート人員それぞれの予算配分を別個に検討するだけ

でなく、両者を総合したうえで運営の適切性を検討す

る必要があると考える。 

教育部 

生涯学習課 

意見 E 5- 3 民営児童クラブ利用料助成（前期・後期） 

ア 正確な振込先口座情報の入手について 

豊橋市は、民営児童クラブに加入している児童の保

護者のうち、一定要件を満たしている者に対しクラブ

利用料を助成している。当該制度のもとでは、保護者

は豊橋市に対し「豊橋市民営児童クラブきょうだい利

用料助成金交付申請書」を提出し、これに対し豊橋市

は、支給要件を確認し該当者に対し交付決定通知書を

交付したうえで、申請書に記載された当該保護者の金

融機関口座情報に基づき助成金を振り込んでいる。 

令和 5年度の 1年間において、申請者により記載さ

れた口座情報 9件に誤りがあったために当該件数分の

振込みがやり直しとなった。 1世帯当たりの助成額は
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数千円から数万円ほどであるところ、 1件のやり直し

に要する銀行振込手数料は880円となっている。やり

直しに際し手数料に加えて、申請者から再度正確な口

座情報を入手するために追加の事務作業も生じる。 

記載を誤ったのは申請者側であって豊橋市側による

誤りではないとはいえ、追加的な経費及び事務負担を

なくすよう努力することが業務効率化の観点から望ま

しい。例えば、申請書に記載する口座情報と同じ範囲

の記載、すなわち口座番号や口座名義などが記載され

た通帳又はキャッシュカードの該当箇所の写しを添付

させるなど、申請に当たり正確な口座情報の入手に努

めることが望ましい。 

 

 

イ 振込データの作成誤りについて 

豊橋市は、助成金を申請者に対し振り込むに際し

て、申請書に記載された口座情報をもとに振込データ

を作成しそれを市の取扱金融機関に送付する。金融機

関は、送付されたそのデータに基づいて振込処理を行

う。令和 5年度の 1年間において、市の担当者が申請

書の情報を誤って振込データに入力したために、振込

みのやり直しとなったのが 1件あった。 

具体的には、金融機関種別で「信用組合」とすべき

ところ「信用金庫」と取り違えてしまい、本来の振込

先と取り違えた振込先とで同一の支店名が存在したも

のの、取り違えた先に同姓同名の預金者がいなかった

ためいわゆる誤振込みには至らなかった。本件は、振

込不可でやり直しとなり再度データを修正のうえ、最
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終的に本来の申請者へ助成金が振り込まれている。 

本件とは別の申請書においては、データ入力の際に

記載されたと思われる本人又は第三者による蛍光マー

カーによるチェック証跡が残されていたが、本件の申

請書上ではそのような証跡は残されていなかった。入

力されたデータに対し、本人または第三者による事後

的なチェックがなされることが望ましい。 

もっとも、豊橋市側の人員数や業務量の限界に加え

人の手によるチェックにも限界はあるところ、本件に

おいては、申請者が本来の信用組合の名称を略称で記

載し、それが取り違えた先の信用金庫の名称と一致し

ていたこと、さらに申請書上、金融機関種別は正しく

丸印がされていたとはいえ申請書上の様式が「信組」

「信金」とされていたことも重なって、一見どちらの

金融機関が該当するのか紛らわしいという面もあっ

た。今後、このようなミスをなくすため申請書上で一

見するだけで違いを分かりやすくするよう「信組」

「信金」とせず、例えば「信用組合」「信用金庫」又

は「信組」を「信用組合」に改め使用頻度が高いと思

われる「信金」だけをそのままの記載に改めるなど、

再発防止のために様式の記載についても変更を検討す

るのが望ましいと考える。 

教育部 

生涯学習課 

意見 E 5- 4 豊橋市放課後児童健全育成事業補助金（第 

4回） 

助成金申請書（算出内訳表）について 

民営児童クラブの運営にあたっては、豊橋市放課後

児童健全育成事業補助金交付要綱に基づき、運営者に

対し助成金が交付されることとなっている。交付額
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は、同要綱別表に具体的に定められ、交付申請書類に

含まれる算出内訳表上で算式が参照され適切に算出さ

れるようになっている。 

令和 5年度の 1民営児童クラブにおいて、令和 4年

度の算出内訳表に基づいて算出された助成金が申請さ

れ、そのまま当該クラブに対し助成金が交付されてい

た。令和 4年度と同 5年度とでは算式に違いがなかっ

たため、結果的に令和 5年度の助成額は令和 5年度の

要綱に基づき算出された金額で交付されている。これ

に関し、令和 6年度の算出内訳表はすべて最新版への

更新がなされているとのことである。 

令和 4年度と令和 5年度との間における算出内訳表

上の違いとして、 1事業名で名称変更があり、令和 4

年度は「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」

とされていたのが、令和 5年度は「放課後児童支援員

等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善）」へと変

更されていた。両者は実質的に同一と見てもよい事業

で、これにより令和 5年度において令和 4年度の様式

を用いたとしても実質的な変更がなく結果として助成

金額が適切に算出されたとはいえ、仮に大きな制度変

更があった場合、変更前後で助成金額が大きく変わる

こともありうる。交付決定に際して申請様式は、常に

最新様式であるかどうかまで確認を徹底するのが望ま

しいと考える。 

教育部 

美術博物館 

指摘 E 6- 1 令和 5年度二川宿本陣まつり開催実行委員

会補助金（第 1回分・第 2回分） 

補助金の使用方法について 

二川宿本陣まつりは、令和 5年11月 5日に「二川宿
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本陣まつり開催実行委員会」が主催し、豊橋市から

4,500,000円の補助金が支出されている。 

「二川宿本陣まつり開催実行委員会」の収支決算書

と領収書綴を確認したところ、補助金額4,500,000円

の全額を使い切っていたが、令和 5年11年29日に63円

はがき34枚、10円切手 5枚、 2円切手 2枚、 5円切手 

1枚、合計2,201円分を購入していた。 

まつり終了後に購入した2,201円分のはがきや切手

が、令和 5年度のまつりのために使用されたか否かは

疑義が残るが、はがきや切手の受払台帳は確認できな

かった。 

仮に、翌年度のまつりに使用する目的で購入してい

る場合、予算消化のために徒に事務負担をかけるより

も、翌年度の補助金で改めて購入すべきであると考え

る。あるいは、委員会として、はがきや切手の受払台

帳を整備し現物管理するとともに、所管課としても管

理状況を確認すべきであると考える。 

教育部 

美術博物館 

指摘 E 6- 2 「ブルターニュの光と風」展覧会の開催支

出 

ア 予算執行の区分について 

豊橋市美術博物館では、リニューアルオープン記念

展として、令和 6年 3月 1日から 4月 7日の間、「ブ

ルターニュの光と風」展覧会を開催している。 

また、展覧会の開催にあたり、主に次の業務を依頼

するため、相手先業者と協約書を締結し、予算執行区

分上、「負担金」として8,000,000円を支出している。 

・作品所蔵者との作品出品についての折衝 

・作品の集荷、輸送、搬入、展示、撤去、搬出、返 
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却作業 

・保険の付保 

・キャプション、パネル等の制作 等 

この点につき、当該展覧会開催のための支出につい

て、「負担金」として予算執行することが妥当か、財

政課に確認したところ、「負担金」による支出は、次

の(1)、(2)の考え方に基づく旨の回答があった。 

(1) 法令等に基づき、国、他の地方公共団体等が行

う特定事業や活動に対し、経費の全部または一部を

負担する義務的な支出 

(2) 任意に各種団体を地方公共団体が構成する場

合、その団体の必要経費に充てるため、構成各団体

が取り決めた費用を負担する任意的な支出 

展覧会は、豊橋市美術博物館のリニューアルオープ

ン記念としての展覧会であり、また、相手先業者との

協約書を確認したところ 、展覧会開催のための支出

は、 (1)の「国、他の地方公共団体等が行う特定事業

や活動に対し、経費の全部または一部を負担する義務

的な支出」や、(2)の「任意に各種団体を地方公共団

体が構成する場合、その団体の必要経費に充てる」た

めの支出ではなかった。 

したがって、支出時の予算執行の区分としては、

「負担金」ではなく、「委託料」が適切であったと考

える。 

 

イ 相手先業者の選定方法について 

展覧会の開催にあたり、見積合わせや、 一者随意

契約等、相手先業者をどのように選定しているかを確
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認したところ、見積合わせ等は行われておらず、 一

者随意契約についても「企画会社から提案のあった展

覧会であるため、その企画会社との業務提携となり、

一者随意契約は取り交わしていない。」旨の回答があ

った。 

また、契約執行伺書による決裁についても、以下の

「豊橋市予算決算規則第57条第 1項及び第 3項に該当

しないため、第 5項に定める契約執行伺書による決裁

は必要ない。」旨の回答があった。 

豊橋市予算決算会計規則 

（支出負担行為） 

第 57 条 主務課長は、物品の購入修繕について支出

負担行為をしようとするときは、物品購入（修繕）

依頼書により、財務部契約検査課長（以下「契約検

査課長」という。）に依頼しなければならない。 

2 主務課長は、工事（工事に伴う委託及び施設、

設備等（物品を除く。）の修繕を含む。次項において

同じ。）の施行について支出負担行為をしようとする

ときは、工事等施行依頼書により、環境部、産業

部、建設部、都市計画部又は総合動植物公園の工事

担当課長に依頼してその手続をしなければならな

い。この場合、工事担当課長は、工事等施行伺書

（兼契約依頼書）により、所定の決裁を経なければ

ならない。 

3 前項の場合、工事担当課長は、当該工事の契約

に関する事務を契約検査課長に依頼するものとす

る。 

4 主務課長は、事務の委託等について支出負担行
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為をしようとするときは、当該事務の入札及び見積

書の徴取については、契約検査課長に依頼すること

ができる。 

5 契約検査課長は、第１項及び第３項の依頼を受

けた場合には、契約執行伺書又は契約締結伺書によ

り、所定の決裁を経なければならない。 

確かに、当該支出が、「負担金」による予算執行の

場合には、見積合わせや、 一者随意契約依頼書・契

約執行伺書の決裁は不要である。 

ただ、当該支出は、本来は、「負担金」ではなく

「委託料」の予算区分で執行すべきであり、この場合

は、相手先業者を選定するにあたり、少なくとも一者

随意契約依頼書の作成及び決裁は必要であったと考え

る。 

 

ウ 支出金額の妥当性について 

相手先事業者のホームページを確認したところ、

「ブルターニュの光と風」の展覧会は、同様のテーマ

で、別の時期に、福島県や静岡市・広島県等でも開催

されていた。 

そこで、相手先事業者への支出金額の妥当性を確認

するため、契約前に、他の自治体等の支出金額の情報

を入手しているかを確認したところ、資料の確認はで

きなかった。 

本来は、契約前に、他の自治体等の情報の有無を確

認し、作成した資料を回付して、所管課として支出額

の妥当性を検討すべきであったと考える。 

教育部 

美術博物館 

指摘 E 6- 3 「ブルターニュの光と風」展覧会の図録 
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購入価格の妥当性について 

「ブルターニュの光と風」展覧会の図録は、780冊

を 1冊あたり2,010円で購入している（780冊×2,010

円＝1,567,800円）。 

前述しているが、同展覧会は、同様のテーマで、別

の時期に、福島県や静岡市・広島県等でも開催されて

おり、図録も販売されている。 

そこで、購入価格の妥当性を確認するため、契約前

に、他の自治体等の購入価格の情報を入手しているか

を確認したところ、資料の確認はできなかった。 

本来は、契約前に、他の自治体等の情報を入手し、

作成した資料を回付して、所管課として購入価格の妥

当性を検討すべきであったと考える。 

なお、受払台帳を確認したところ、当該図録は、令

和 6年 4月半ばから 9月末までの販売はなく、279冊

が残っているが、近隣の美術館に相互交換資料として

送付を行う予定とのことである。 

教育部 

美術博物館 

意見 E 6- 4 豊橋市美術博物館ロゴ入りグッズ 

ア ホームページへのミュージアムグッズの掲載につ

いて 

購入したロゴ入りグッズは、トートバックとクリア

ファイルである。 

美術博物館では、インターネットのホームページで

ミュージアムグッズを紹介しているが、当該グッズは

紹介されておらず、ページは10年以上更新されていな

かった。 

美術博物館は営利活動を目的としていないことは承

知しているが、ホームページに掲載し、市民に適時に
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情報提供することが望ましいと考える。 

 

イ ホームページの適時更新について 

前述の事項に関連して、美術博物館のホームページ

を確認したところ、施設概要上、既設部の竣工は昭和

54年、増築部は平成28年の記載のみとなっていた。ま

た、沿革は平成28年以降の更新されておらず、ページ

は10年以上更新されていなかった。 

ここで、美術博物館は、令和 4年 6月から令和 6年 

2月まで長期休館し、大規模改修を行い、令和 6年 3

月 1日にリニューアルしている。 

予算規模では総事業費15億円を計上する一大プロジ

ェクトであり、市民も重大な関心を持っていると推測

する。 

施設概要のページに加え、他のページも合わせて、

改めてホームページを見直し、市民に適時に情報提供

することが望ましいと考える。 

教育部 

科学教育セ

ンター 

指摘 E 7- 1 スカイスクリュー等・科学実験キット等

（消耗品費） 

購入した物品の受払管理について 

購入した物品の受払管理・在庫管理の状況に関し

て、受払等の記録簿を閲覧し、その管理状況を確認し

た。 

結果、今回のサンプルとして抽出したスカイスクリ

ュー等の支出額314,000円及び科学実験キット等の支

出額203,950円に対応する受入数量が記録されておら

ず、年度末のみにおいて、現物の数量と一致する在庫

数量を記録しているのみであった。また、修正後の受
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払資料においては、「R 5当初在庫」の数量が修正され

ていたため、当初資料において年度初め時点の在庫数

量は前年度末の数量と一致していなかった。 

受払管理の実施により、あるべき在庫を把握し、実

際の在庫数量との差異を認識することで、紛失や盗難

等の不適切な要因に基づく減少を把握することができ

るため、適時に購入等による増加を記録し、また、使

用等による減少を記録することが求められる。 

教育部 

科学教育セ

ンター 

意見 E 7- 2 視聴覚教育センター・地下資源館建築物及

び建築設備定期点検業務 

予定価格の算出方法について 

入札による落札価格は、視聴覚教育センター分が

3,460,000円、地下資源館分が2,920,000円の合計

6,380,000円である。（金額は全て税込。以下同じ） 

委託先の決定は入札により実施されているが、その

予定価格については、入札に参加している一事業者が

提出した見積書の金額6,490,000円を基礎として算定

したものであり、予定価格と落札額の差額は少額であ

った。 

また、入札の結果、落札した事業者は、当該見積書

を提出した事業者であり、他の入札者は予定価格超過

であった。 

加えて、当該建築物定期点検業務は 3年ごとに行う

こととなっており、前回の令和 2年度に実施された入

札における落札者も今回の落札者と同じであった。 

結果として、豊橋市にとって最も有利な契約額とな

っているが、予定価格の近似値を知る見積書提出事業

者は、入札において他の事業者より有利になると考え
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られる。また、複数事業者の見積りを基礎とした場

合、豊橋市としてもより適切な予定価格の水準を理解

する基礎となることから、複数事業者からの見積書又

は入札参加者以外の事業者による見積書を基に予定価

格を算出することが求められる。 

 

 

6 システムの管理体制の監査結果の指摘と意見の一覧 

 

 指摘及び意見はない。 
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第 4章 計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

 豊橋市では、「一般会計予算説明書」において、各事業の予算金額や計画人

数、計画回数等を記載している。 

 また、予算公表時に、わかりやすく予算を説明するため、予算説明書以外

に、別途、「豊橋市予算の見どころ」を公表している。 

このため、これらの資料を参考に、計画（予算）と実績（成果）を比較

し、当初計画した事業の実績がどうだったか、計画（予算）と実績（成果）

を比較し確認した。 

 

なお、地方自治法第233条第 5項の規定によって作成する書類であり、その

年度の主要な施策や事業の成果を説明するものとして、豊橋市としては、令

和 4年度と令和 5年度の 2年間の実績を比較した「主要施策成果報告書」を

作成している。 

地方自治法  

（決算） 

第233条 

： 

5 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付

するに当たっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を

説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 

 

加えて、豊橋市では、令和 3年度から10年にわたる第 6次豊橋市総合計画

の年次報告として、令和 3年度から年度ごとの推移を記載した「政策分析報

告書」を作成している。 

監査手続を実施するにあたり、これらの「主要施策成果報告書」及び「政
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策分析報告書」も参考にした。 

  改めて、監査手続実施にあたり、参考にした資料は以下のとおりである。 

資料名 補足 

ア 一般会計予算説明書 各事業の予算金額や計画人数、計画回数等

を記載した資料 

イ 豊橋市予算の見どころ 予算をわかりやすく説明するための資料 

ウ 主要施策成果報告書 過去 2年間の実績を比較した資料 

エ 政策分析報告書 令和 3年度から年度ごとの推移を記載した

資料 
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第 2 （子育て事業）計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

子育て事業について、令和 5年度の予算策定時に計画した事業について計

画と実績を比較し、著しく差異ある事業について、監査を実施した。 

結果は、以下のとおりである。 

 

A 1- 1 子育て支援ショートステイ事業委託料 

 

(1) 事業の概要 

保護者の就労や病気、冠婚葬祭等の事由により、一時的に養育できない場

合に児童を預かる事業 

 

(2) 回答部署：子育て支援課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 当該事業につき、令和 5年度の予算策定時の計画と実績を比較したとこ

ろ、以下となっていた。 

令和 5年度 （計画） 

延日数 

（実績） 

延日数 

 

差引日数 

子育て支援ショートステイ事業 200日 43日 ▲157日 

 

 また、令和 4年度も以下となっていた。 

令和 4年度 （計画） 

延日数 

（実績） 

延日数 

 

差引日数 

子育て支援ショートステイ事業 200日 62日 ▲138日 
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 なお、令和 6 年度（11 月末時点）では、以下となっている。 

令和 6年度（11月末時点） （計画） 

延日数 

（実績） 

延日数 

 

差引日数 

子育て支援ショートステイ事業 150日 91日 ▲59日

（途中経過）

 

 

(4) 監査の結果（意見） 

利用者の意見等の共有について 

 当該事業ついては、令和 4年度・令和 5年度の計画日数に対する実績日数

が減少していたため、理由を確認したところ、「利用実績は児童の家庭状況等

により左右されるものであり、令和 5年度は一時的に利用が少なかったと考

える。」とのことであった。 

 また、利用者に、使い勝手に関する不満や意見がないか確認しているかに

ついて質問したところ、担当者が電話で確認しているものの、不満や意見が

ないため、記録には残していないとのことであった。 

利用者の不満や意見がないという情報も重要な情報であり、不満や意見の

有無を記録し、部署内で共有し、翌年度以降の改善の要否の検討につなげる

べきであると考える。 
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A 2- 1 保護者の経済的負担の軽減 

 

(1) 事業の概要 

 子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、豊橋市独自で行っている保育

料等の軽減事業 

 

(2) 回答部署：保育課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 豊橋市は、予算公表時に、わかりやすく予算を説明するため、予算説明書

以外に、別途、「豊橋市予算の見どころ」を公表している。また、当事業は、

「豊橋市予算の見どころ」のP17に記載されている。 

 当事業の事業費の内訳について、令和 5年度の予算策定時の計画と実績を

比較したところ、以下となっていた。 
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 （計画） （実績） 差引金額 

施設型給付費（認定こども園）

保育料軽減分 
350万円 248万円 102万円 

一時預かり 54万円 54万円 ― 

届出保育施設保育料の軽減 84万円 0円 84万円 

事業費合計 488万円 302万円 186万円 

 

(4) 監査の結果（意見） 

計画と実績との差異理由の説明について 

 各事業のうち、特に、適合届出保育施設利用料の軽減事業については、84

万円を助成する計画だったところ、助成実績がゼロとなっていたため、理由

を確認したところ、「第 1子低所得世帯以降を対象とした拡充分の予算だった

が、実績は第 2子以降の子のみ申請があり、第 1子低所得世帯からの申請が

なかったため、助成実績がゼロとなった。」とのことであった。また、なぜ第 

1子低所得世帯からの申請がなかったかについての原因の分析はしていないと

のことであった。 

 「予算の見どころ」は、豊橋市として、各種の事業計画のうち、特に市民

に説明するための公表物であり、計画と実績に著しく差異が発生した場合に

は、当該差異とその原因についても分析し説明することが望ましいと考え

る。 

なお、ホームページの一部抜粋は、次のとおりである。 

（出典：

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/10519/R5midokoro.pdf） 
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A 2- 2 民間保育所の保育士の処遇改善促進のための人件費補助金 

 

(1) 事業の概要 

民間保育所の保育士の処遇改善促進のため、人件費を補助する事業 

 

(2) 回答部署：保育課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 豊橋市は、予算公表時に、わかりやすく予算を説明するため、予算説明書

以外に、別途、「豊橋市予算の見どころ」を公表している。また、当事業は、

「豊橋市予算の見どころ」のP18に記載された「(3)保育所で働く職員の処遇

改善がより図られるようにします。」に該当する。 

当事業につき、令和 5年度の予算策定時の計画と実績を比較したところ、

以下となっていた。 

 （計画） （実績） 差引金額 

保育所人件費補助金 366,000千円 89,945千円 276,055千円 
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(4) 監査の結果（意見） 

計画と実績との差異理由の説明について 

 保育所人件費補助金については、366,000千円を補助する計画だったとこ

ろ、補助の実績金額が89,945千円と、276,055千円（75％）減少していたた

め、理由を確認したところ、「児童数の減や公定価格の増額改正があり、総所

要額から差し引く委託費が多くなったことなど」により、補助金の交付が少

なくなり、予算が余るとともに、予算の減額補正をしたとのことであった。 

 「予算の見どころ」は、豊橋市として、各種の事業計画のうち、特に市民

に説明するための公表物であり、市民も、366,000千円の補助がなされるもの

と理解すると推測する。 

したがって、「予算の見どころ」の計画と実績に著しく差異が発生した場合

には、当該差異とその理由についても説明することが望ましいと考える。 

  

なお、令和 6年度も366,000千円の同額の予算を計上していたため、この点

についても質問したところ、「予算作成時点で国の処遇改善未実施の園があ

り、今後も処遇改善の促進により費用が必要になることが見込まれることか

ら、令和 5年度と同額を据え置いた。」とのことであった。 

 

ホームページの一部抜粋は、次のとおりである。 

（出典： 

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/10519/R5midokoro.pdf） 



 115 / 186 
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A 2- 3 延長保育事業費 

 

(1) 事業の概要 

入園児を平日おおむね午後 7時まで保育する事業 

 

(2) 回答部署：保育課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 延長保育事業につき、利用者の計画人数と実績人数を比較するため、令和 

5年度の予算上の見込み利用人数を質問したところ、通常保育事業や延長保育

事業・休日保育事業等、園の運営全体に必要な経費を予算計上しているた

め、延長保育についての個別的な見込み利用人数は算出していないとのこと

であった。 

 次に、令和 4年度と令和 5年度の利用人数を比較したところ、以下となっ

ていた。 

（出典：令和 5年度 主要施策成果報告書） 

 令和 4年度 令和 5年度 比較 

施設数 5園 5園 ― 

利用人数 延2,415人 延1,536人 ▲879人 

（▲36.4％） 
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(4) 監査の結果（意見） 

事業の効果検証について 

 延長保育事業ついて、令和 4年度に比較して、令和 5年度の利用人数が減

少していたため、原因と予算への影響について質問した。 

結果、園に通う保護者に対して、年に一度、園全体に関するアンケート調

査は行い、延長保育事業についてのコメントはないとのことであったが、個

別的に、延長保育事業の利用人数の減少について原因分析は行っていないと

のことであった。また、予算への影響については、利用人数の増減により光

熱費等の影響はないとのことであった。 

令和 5年度は、延長保育が必要な保護者が少なかったのかもしれないが、

利用人数の減少理由が明確ではなく、また予算上の影響はないとしても、そ

もそも延長保育事業は、豊橋市として重要な事業の一つとして位置づけてい

ると思料する。 

園が実施する事業のうち、個別的な事業について利用人数が少ない場合に

は、事業の改善余地がないかを確認するため、改めて、利用者へのアンケー

ト等を行い、事業の周知方法や使い勝手等について当該年度の事業の効果を

検証すべきであると考える。 
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A 3- 1 性と健康の相談センター事業（相談） 

 

(1) 事業の概要 

思春期のからだや心の悩み、思いがけない妊娠に関する悩み、妊娠・出産

に関する悩み、不妊・不育に関する悩み、流産・死産等により小さなおこさ

まを亡くされた気持ちなど、それぞれのライフステージにおける性と健康に

ついて、性別を問わず相談に応じる事業 

 

(2) 回答部署：こども保健課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 当該事業につき、令和 5年度の予算策定時の計画と実績を比較したとこ

ろ、以下となっていた。 

 （計画） 

件数 

（実績） 

件数 

 

差引件数 

性と健康の相談センター事業（相談） 250件 120件 ▲130件 

 

(4) 監査の結果（指摘） 

事業の効果検証について 

 当該事業について、令和 5年度の計画件数に対する実績件数が減少してい

たため、理由を確認したところ、「新たなオンライン相談と、性に関する相談

が想定よりも少なかったことに加え、不妊に関する相談が減少した。」とのこ

とであった。 

 ただ、利用者へのアンケート等は行っておらず、令和 5年の事業につい

て、使い勝手が悪かったこと等により実績が少なかったどうか等の効果検証

がなされていなかった。 

 当該事業は、令和 6年度においても、195件を計画しており、豊橋市とし

て、重要な事業の一つとして位置づけていると思料する。 
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本来は、利用者にアンケート等を実施し、事業の周知方法や使い勝手等、

事業の実施体制に改善の余地がないかを確認し、事業の効果を検証すべきで

あると考える。 
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A 3- 2 産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支援） 

 

(1) 事業の概要 

育児や日常生活の負担が大きい多胎妊産婦等に対し、育児サポーターを派

遣し、日常生活の不安や孤立感等に対応した支援を実施する事業 

 

(2) 回答部署：こども保健課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 当該事業につき、令和 5年度の予算策定時の計画と実績を比較したとこ

ろ、以下となっていた。 

 （計画） 

人数 

（実績） 

人数 

 

人数 

産前・産後サポート事業（多胎妊産婦

等支援） 

40人 17人 ▲23人 

 

(4) 監査の結果（指摘） 

事業の効果検証について 

 当該事業について、令和 5年度の計画件数に対する実績件数が減少してい

たため、理由を確認したところ、「産後の利用期間を産後 1年から 2年に延長

したことによる利用増を見込んだが、令和 5年度については新型コロナウイ

ルス感染症の 5類移行により家族の支援を得られた妊産婦が多かったと考え

る。」とのことであった。 

 また、令和 6年度の予算を確認したところ、14人を計画し、計画人数を減

少させていた。 

 ただ、委託先や利用者へのアンケート等は行っておらず、令和 5年の事業

について、使い勝手が悪かったこと等により実績が少なかったどうか等の効

果検証がなされていなかった。 
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 当該事業にかかる予算は余ったとのことであるが、豊橋市として、重要な

事業の一つとして位置づけていると思料する。 

本来は、委託先や利用者にアンケート等を実施し、事業の周知方法や使い

勝手等、事業の実施体制に改善の余地がないかを確認し、事業の効果を検証

すべきであると考える。 
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第 3 （教育事業）計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

教育事業について、令和 5年度の予算策定時に計画した事業について、計

画と実績を比較し、著しく差異ある事業について、内容確認を行った。 

結果は、以下のとおりである。 

 

B 1- 1 思春期家庭教育講座 

 

(1) 事業の概要 

深刻化する青少年の問題に対応するため、思春期の子どもの問題行動など

について悩みや不安をもつ保護者に対して、その対処法などの子育て講座を

各中学校の行事の中で実施し、各学校で依頼した講師に対し謝礼を支払う事

業 

 

(2) 回答部署：生涯学習課 

 

(3) 計画と実績の比較 

 当該事業につき、令和 5年度の予算策定時の計画と実績を比較したとこ

ろ、以下となっていた。 

 （計画） 

受講人数 

（実績） 

受講人数 

 

差引人数 

思春期家庭教育講座 1,400人 0人 ▲1,400人 

 

 また、令和 4年度も以下となっていた。 

 （計画） 

受講人数 

（実績） 

受講人数 

 

差引人数 

思春期家庭教育講座 1,400人 0人 ▲1,400人 
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(4) 監査の結果（指摘） 

事業の見直しについて 

 当該事業ついて、令和 4年度・令和 5年度の受講人数の実績がゼロだった

ため、理由を確認したところ、中学校へ呼び掛けを行っているが、実施する

中学校がなかったとのことであった。 

 また、令和 6年度も同じく予算計上し、1,400人の受講を予定しているた

め、令和 6年 7月末時点の実施予定を確認したところ、各中学校に向けて周

知しているものの、予定はないとのことであった。 

 令和 4年度・令和 5年度において、予算は余ったとのことであり、予算規

模としては講師謝礼分とのことであるが、豊橋市として毎年予算計上してい

る事業であり、重要な事業の一つとして位置づけていると思料する。 

本来は、毎年度、計画に対する実績を比較し、本当に必要な事業である

か、また必要な事業であるならば、事業の周知方法や実施体制に改善の余地

がないかを検討すべきであると考える。 
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第 4 （その他）計画と実績の比較に基づく監査の結果 

 

 C 1- 1 計画に対する実績の説明 

 

(1) 担当部署：財政課 

 

(2) 監査の結果（意見） 

計画に対する実績の説明について 

豊橋市では、市民に対する計画の説明や、実績の説明については、各々、

詳細に実施している。 

ただ、市民に対して、計画と実績を比較して説明した資料は見当たらなか

った。 

例えば、主要施策成果報告書は、過去 2年間の実績を記載しており、前述

した事業実績がゼロの思春期家庭教育講座については、主要施策成果報告書

上は、以下の記載となっている。 

（出典：令和 5年度主要施策成果報告書P327） 

 

確かに、事実の記載はなされているものの、本来、地方自治法第233条第 5
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項に定める「主要な施策の成果を説明する書類」としては、過去の実績の推

移に加えて、次の記載例のように、計画に対して実績がどうだったかを説明

することが、市民にとっては、より有用であると考える。 

 

（記載例） 

 

 A 

（前年度） 

（実績） 

受講人数 

B 

（当年度） 

（計画） 

受講人数 

C 

（当年度） 

（実績） 

受講人数 

C-A C-B 

思春期家庭教育講座 0 人 1,400 人 0 人 0 人 ▲1,400 人 

上記について、当年度の実績は、前年度と同様、 0人であった。 

また、当年度の実績は、計画に比べて1,400人減少した。 

この要因は、・・・である。 

この要因を受けて、翌年度においては・・・・の予定である。 等 
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第 5章 支出データに基づく監査の結果 

 

第 1 主な監査手続 

 

主な監査手続として、以下を実施した。 

 

1 母子保健推進費・児童福祉費・教育費の支出データを入手し、分析を

行うとともに、監査対象となる案件と、質問事項の洗い出し 

 

2 ヒアリング前の事前照会として、洗い出した質問事項への回答を各部

局に依頼 

 

3 質問事項について、各部局から回答を入手し、分析を行うとともに、

各部局へ関連資料の提出を依頼 

 

4 質問事項への回答に加え、各部局から提出された関連資料に基づき、

追加質問を行うとともに、関係法令等への準拠性の検証、内部管理文書

等の閲覧、証拠書類との突合等 

 

  



 127 / 186 

第 2 監査対象案件の抽出基準と監査対象案件 

 

支出データに基づく監査を実施するにあたり、監査対象年度を中心とした

データを入手し、次の抽出基準に基づき監査対象案件を抽出し、監査を実施

した。 

 

1 監査対象案件の抽出 

(1) 抽出の母集団データ 

 抽出の母集団は、「民生費」「衛生費」「教育費」のうち、以下の支出デー

タである。 

・母子保健推進費 

・児童福祉費 

・教育費 

 

(2) 抽出方法 

抽出の母集団としたデータから、支出内容や金額等を基に、様々な取引

形態や処理方法による取引が対象サンプルとして抽出されるよう、任意に

抽出した（特定のリスク要因を識別して選定したものではない。）。 
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2 抽出した監査対象案件 

 

 前項の条件に基づき抽出した結果、以下の支出の調定を監査対象案件とし

た。 

（子育て事業） 

 

  

所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

福祉事務所　子育て支援
課

出産・子育て応援給付金（令和５年５月２２日支払分） 100,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

乳児期家事支援事業委託業務（令和６年３月分）　ベ
アーズ

1,384,500 － －

福祉事務所　子育て支援
課

乳児期家事支援事業委託業務（令和６年３月分）　経真 728,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

キッズスペース用什器 1,254,990 － －

福祉事務所　子育て支援
課

豊橋市子ども・子育て応援プラン策定に係るニーズ調査
業務

3,045,900 － －

福祉事務所　子育て支援
課

豊橋市結婚支援事業補助金（親御様向け婚活個別相談会
＆ご本人無料相談）

100,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

とよはし子育て応援フェス　パンフレット・ポスター 321,400 － －

福祉事務所　子育て支援
課

幼児ふれあい教室　ママと赤ちゃんの笑顔が溢れだすヨ
ガ（東部）　講師謝礼　５／１０〜６／２１

40,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

幼児ふれあい教室　想像力を楽しく育てるリトミック英
語（牟呂）　講師謝礼　１０／３〜１２／５

72,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

豊橋市高等職業訓練促進給付金（１０月分） 832,500 － －

福祉事務所　子育て支援
課

とよはしファミリー・サポート・センター事業委託業務
４月期分

4,410,750 － －

福祉事務所　子育て支援
課

子育て短期支援事業（ショートステイ）事業委託料　Ｉ
ＷＡＭＯＴＯ　Ｊ　令和５年５月１２〜１９日

141,600 － －

福祉事務所　子育て支援
課

豊橋市高等職業訓練促進給付金（６月分） 1,043,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

子育て短期支援事業（トワイライトステイ）事業委託料
平田　結子　令和５年５月・６月分

48,600 － －

福祉事務所　子育て支援
課

豊橋市結婚支援事業補助金（独身限定ＪＡＺＺ演奏と交
流会）

89,000 － －

福祉事務所　子育て支援
課

児童扶養手当　１月定期分 163,223,210 － －
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所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

こども未来館
令和５年度　豊橋市地域子育て支援センター事業委託
（第１期分）

3,761,400 － －

こども未来館 豊橋市つどいの広場事業委託業務　第１期分（４月） 4,849,500 指摘 D 1-1
こども未来館 こども未来館等指定管理料（交通児童館分）１月期分 6,596,750 － －

こども未来館
ここにこサークルサポーター及びサークル相談員（サー
クル訪問以外の活動分）謝礼　令和６年３月分

144,500 意見 D 1-2

こども未来館 こども未来館等指定管理料（こども未来館分）１月期分 26,187,500 － －
こども未来館 こども未来館まち空間リニューアル基本計画等策定業務 8,155,250 － －
こども未来館 こども未来館企画・事業実行委員会補助金（第１期） 2,000,000 － －
こども未来館 しっぽふりふりあまえんぼうねこちゃん 35,700 － －
こども若者総合相談支援
センター

１０／２８　ヤングケアラー学生向けフォーラム　講師
謝礼

440,000 意見 D 2-1

こども若者総合相談支援
センター

支援対象児童等見守り強化事業委託業務 3,984,420 － －

こども若者総合相談支援
センター

豊橋市家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業　１０
月〜３月完了分

239,000 意見 D 2-2

こども若者総合相談支援
センター

豊橋市こども若者総合相談支援センター支援担当業務
（３月分）

2,021,956 － －

こども若者総合相談支援
センター

ヤングケアラー関係機関研修会開催委託 498,300 － －

こども若者総合相談支援
センター

ヤングケアラー学生向けフォーラム開催委託 408,100 － －

保育課
令和５年度　豊橋市民間保育所等整備事業費補助金（岩
田こども園大規模改修工事（改築））２回目

125,409,000 － －

保育課 ◇／Ｈ　施設型給付費　（保育所）　７月分 374,706,240 － －
保育課 ◇／Ｋ　施設型給付費（認定こども園）　７月分 312,874,946 － －
保育課 新吉保育園アスベスト分析調査委託業務 1,078,000 － －

保育課
令和５年度　豊橋市病児保育事業委託（院内保育所「あ
おたけ」）第３期分

1,885,648 － －

保育課
令和５年度　豊橋市法人保育所等地域子ども・子育て支
援事業費補助金（一時預かり事業）１回目

6,687,000 意見 D 3-1

保育課
物価高騰対応給食物資購入費補助金（保育所）１０〜１
月分

39,882,600 － －

保育課
令和５年度　豊橋市法人保育所等地域子ども・子育て支
援事業費補助金（一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ））

27,923,300 － －

保育課
令和５年度　豊橋市法人保育所等地域子ども・子育て支
援事業費補助金（延長保育事業）

31,073,000 － －

保育課
◆／Ｙ　３月分　寿泉寺・寿泉寺みゆき・寿泉寺いずみ
幼稚園　施設等利用給付費

9,406,200 － －

保育課
令和５年度　豊橋市民間保育所等整備事業費補助金（上
庄　夏の空こども園創設工事）２回目

206,156,000 － －

保育課
令和５年度　豊橋市民間保育所等整備事業費補助金（野
依保育園　改築工事）

118,176,000 － －

保育課 豊橋市保育体制強化事業費補助金 46,562,473 － －
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所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

健康増進課 令和５年度　１歳６か月児歯科健康診査委託料 3,878,600 － －
健康増進課 令和５年度　３歳児歯科健康診査委託料 4,059,000 － －
健康増進課 令和５年度　２歳児歯科健康診査委託料（４月分） 517,500 － －

こども保健課
令和５年度　妊婦健康診査委託（扶助費）　医師会分
（市内分）１０月分

17,733,080 指摘 D 4-1

こども保健課
令和５年度　妊婦健康診査委託（扶助費）　医師会分
（市内分）３月分

18,676,570 － －

こども保健課
令和５年度　妊婦健康診査委託（事務事業）　医師会分
（市内分）１０月分

907,720 － －

こども保健課
令和５年度　乳児健康診査委託　医師会分（市内分）１
１月分

2,274,200 － －

こども保健課 産前・産後サポート事業（参加型）相談支援業務委託 80,000 － －

こども保健課
令和５年度　健診臨床発達心理士等講師謝礼　赤井聡子
（８月分）

56,000 － －

こども保健課 妊婦健康診査費補助金交付（第２回）県外分　　９件 268,600 － －
こども保健課 妊産婦健康診査（市外分）１回目 896,330 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（出生）　第１０回 250,000 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（一括）　第１１回 3,750,000 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（妊娠）　第１２回 2,100,000 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（出生）　第１１回 350,000 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（一括）　第１２回 3,500,000 － －

こども保健課 産後ケア事業業務委託料（８月分） 1,135,800
意見
意見

D 4-2

こども保健課
令和５年度　プレコンセプションケアセミナー等委託業
務【母子保健／性と健康】（国）

440,000 － －

こども保健課 特定不妊治療費補助金（市単費）　第１０回目　１７件 2,249,331 － －
こども保健課 産後ケア事業業務委託料（２月分） 1,306,000 － －
こども保健課 母子健康手帳　（母子保健手帳交付関係） 418,000 指摘 D 4-3

こども保健課
産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支援）業務委託
３月分

21,900 意見 D 4-4

こども保健課 報酬（令和　６年４月分） 1,925,987 － －
こども保健課 産後ケア事業業務委託料（１０月分） 1,446,000 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（出生）　第４０回 2,600,000 － －
こども保健課 出産・子育て応援給付金（妊娠）　第４３回 1,750,000 － －
こども保健課 特定不妊治療費補助金（市単費）　第１３回目　１３件 1,711,433 － －
こども保健課 産後ケア事業業務委託料（１２月分） 1,336,800 － －

こども保健課
産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支援）業務委託
１月分

33,500 － －

こども発達センター 職員手当等（令和　５年１２月分） 18,941,169 － －

こども発達センター
こども発達センターの診療にかかる医療通訳及び文書翻
訳業務　令和５年４月分

52,440 － －

こども発達センター ＰＥＣＳⓇレベル１ワークショップ　受講料 37,000 － －
こども発達センター 令和５年度　障害児等療育支援事業実施委託　第４回分 2,387,862 意見 D 5-1
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（教育事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

図書館 図書館システム装置賃貸借　令和５年度　３月分 4,251,500 － －

図書館
豊橋市まちなか図書館窓口等運営委託業務（令和５年度
４月〜３月分）３月分

5,256,900 － －

図書館 図書館システム維持業務委託　令和５年度分 10,058,400 － －

図書館
管理費（５月分）・修繕積立金（５月分）　図書館負担
分

4,473,380 － －

図書館
豊橋市中央図書館建築物環境衛生管理委託料　令和５年
度１０〜１２月分

145,090 － －

図書館 豊橋市図書館清掃業務委託　令和５年度８月分 495,000 － －
図書館 豊橋市中央図書館空調設備保守点検業務委託　後期分 1,936,000 － －
図書館 豊橋市中央図書館建築物及び建築設備定期点検業務委託 3,850,000 意見 E 1-1
自然史博物館 大型映像デジタル番組組込・宣伝業務（１回目） 8,000,000 指摘 E 2-1
自然史博物館 大型映像保守点検業務 660,000 － －
自然史博物館 豊橋市自然史博物館無線ＬＡＮフィルタリング業務 38,500 － －
自然史博物館 剥製製作業務 418,000 － －
自然史博物館 植物生態模型製作業務 1,468,500 － －
自然史博物館 ３／４〜３／８　鹿児島県（奄美大島）海洋環境調査 85,897 － －
自然史博物館 特別企画展展示物運搬設置等業務 3,357,750 － －
自然史博物館 第３７回特別企画展会場設営業務 5,786,000 － －
自然史博物館 屋内消火栓ホース取替修繕 30,800 － －
自然史博物館 キーシリンダー取替修繕 1,265,000 － －
自然史博物館 自然史博物館中生代展示室パソコン機器等修繕 1,604,900 － －
自然史博物館 混合廃棄物収集運搬処理業務 49,500 － －

自然史博物館
豊橋市自然史博物館臨時開館日及びナイトＺＯＯ清掃業
務

396,000 － －

自然史博物館 豊橋市自然史博物館清掃業務 1,769,460 － －
自然史博物館 走査型電子顕微鏡保守点検業務 423,500 － －
自然史博物館 展示室ネットワーク・システム等保守点検業務 1,727,000 － －
自然史博物館 豊橋市自然史博物館空調設備保守点検業務 924,000 － －
自然史博物館 建築物環境衛生管理業務 440,000 － －
自然史博物館 豊橋市自然史博物館展示物保守点検 3,718,000 － －
自然史博物館 豊橋市自然史博物館消防設備保守点検業務 385,000 － －
自然史博物館 滅菌装置保守点検業務 434,500 － －
自然史博物館 移動観覧席保守点検業務 387,200 － －
自然史博物館 警備業務（３月分） 12,100 － －
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所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

教育政策課
小学校水泳授業支援業務（アクアヴィータプール＆ス
パ）

5,900,160 － －

教育政策課
民間プール施設等活用モデル事業バス賃貸借業務（その
２）（１１月支払）

831,600 － －

教育政策課
豊橋市未来応援奨学金（令和２年度進学者７名）４月
分・５月分

450,000 － －

教育政策課 市立高等学校等障害児看護支援事業（２月分） 68,860 － －

教育政策課
家政高等専修学校学習用コンピュータシステム賃借料
４月分

190,850 － －

教育政策課
令和５年度　豊橋高等学校校務用コンピュータ賃貸借料
４月分

209,330 － －

教育政策課
令和５年度　豊橋市立豊橋高等学校学習用コンピュータ
賃借料　４月分

262,130 － －

教育政策課 職員手当等（令和　５年１２月分） 652,854 － －
教育政策課 職員手当等（令和　５年１２月分） 10,273,137 － －
教育政策課 報酬（令和　６年１月分） 2,230,426 － －

教育政策課
校務用・学習用・図書館管理用コンピュータ及びサーバ
機器賃貸借　８月分

739,090 － －

教育政策課 報酬（令和　５年１１月分） 4,851,680 － －

教育政策課
小学校水泳授業支援業務（グランドパシフィックスポー
ツ倶楽部）

12,072,160 － －

教育政策課 令和５年度私立高等学校等授業料補助金 26,029,492 － －
教育政策課 内外教育　令和５年度（小学校） 2,230,800 － －

学校教育課
豊橋市立八町小学校校務用コンピュータ賃貸借（７月
分）

57,200 － －

学校教育課 小学校英語スクールアシスタント謝礼（６月分） 1,222,080 － －
学校教育課 愛知県中小学校体育連盟豊橋支所補助金（５月分） 4,599,000 － －
学校教育課 ハイパーＱＵ診断（中学校１年生） 874,530 － －

学校教育課
中学校部活動指導者派遣事業謝礼　夏目　輝久　以下９
名

347,000 － －

学校教育課 教研式全国標準診断的学力検査用紙（小学校） 2,452,730 － －
学校教育課 ことばのきまり　小学校用 3,904,000 － －
学校教育課 小学校学力検査処理業務 2,515,110 － －

学校教育課
学齢簿・就学援助システム用端末機器等賃貸借（３６０
２）２月分

412,668 意見 E 3- 1

学校教育課 就学援助費　新入学学用品費（中学校） 4,263,000 － －
学校教育課 就学援助費　新入学学用品費（小学校） 8,919,900 － －
学校教育課 就学援助費　学用品費等　第一回（中学校） 1,000,140 － －
学校教育課 就学援助費　学用品費等　第一回（小学校） 2,196,020 － －

学校教育課
学齢簿・就学援助システム開発業務委託（住民記録シス
テム標準化対応）

1,798,500 意見 E 3- 2

学校教育課 就学援助費　学用品費等　第三回（中学校） 10,783,860 － －
学校教育課 現職研修委員会補助金 1,961,120 － －
学校教育課 特色ある学校づくり推進事業費補助金 4,467,000 － －
学校教育課 心理カウンセラーによる教育相談謝礼（６月分） 623,000 － －
学校教育課 不登校対策ふれあい相談員謝礼（６月分） 723,000 － －

学校教育課
令和５年度外国人児童生徒対応スクールアシスタント謝
礼（１０月分）

691,440 － －

学校教育課 小学校学習用コンピュータ・タブレット賃貸借 11,425,824 － －
学校教育課 マイクロソフトＥＥＳ 16,417,262 － －
学校教育課 就学援助費　修学旅行費　第１回　（中学校） 17,704,613 － －
学校教育課 小学校校務支援システムサービス利用３月分 3,253,934 － －
学校教育課 豊橋市立小中学校校務用コンピュータ賃借料３月分 3,041,606 － －
学校教育課 図書費（エールーム） 21,780 － －
学校教育課 小学校校務支援システムサービス利用 3,253,934 － －
学校教育課 小学校情報管理システム管理運営事業費 3,041,606 － －
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所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

保健給食課 令和５年度給食補助等委託業務（２月分） 181,838,669 指摘 E 4- 1

保健給食課
令和５年度　曙学校給食センター　サービス対価（委託
料）　第４四半期分

135,593,419
意見
意見

E 4- 2

保健給食課 令和５年度豊橋市学校給食協会補助金（第３回） 14,830,000 － －

保健給食課
令和５年度　北部学校給食センター　サービス購入料Ｂ
第４四半期分

84,540,097 上に同じ 上に同じ

保健給食課
令和５年度　北部学校給食センター　サービス購入料Ａ
第４四半期分

42,670,980 － －

保健給食課 市立学校児童生徒心電図検査等業務 14,059,001 － －
保健給食課 市立学校浄化槽・中継槽清掃業務 5,856,400 － －

生涯学習課
豊橋市神田ふれあいセンター指定管理料第４回（１月〜
３月）

641,750 － －

生涯学習課 令和５年度　青少年センター指定管理料（第４回） 10,320,000 － －
生涯学習課 地区市民館指定管理料（下半期分） 54,314,160 － －
生涯学習課 地区市民館指定管理料 1,883,058 － －
生涯学習課 豊橋市少年愛護センター補導委員会活動事業委託業務 300,000 － －
生涯学習課 トヨッキースクール推進事業委託料（概算払） 4,608,000 － －
生涯学習課 トヨッキースクール推進事業委託料（概算払） 0 － －

生涯学習課
令和５年度　社会教育活動事業補助金（豊橋市子ども会
連絡協議会　事業費）

2,600,000 － －

生涯学習課 のびるんｄｅスクール管理運営業務委託料 9,702,000
意見
意見

E 5- 1

生涯学習課 のびるんｄｅスクール開催運営サポート業務（２月分） 2,909,306 指摘 E 5- 2
生涯学習課 豊橋市放課後児童健全育成事業補助金（第４回） 104,312,750 － －
生涯学習課 豊橋市放課後児童健全育成事業補助金 1,530,000 － －

生涯学習課
令和５年度豊橋市子ども・子育て支援整備補助金（多米
ファイト学園児童クラブ）

21,038,000 － －

生涯学習課 豊橋市放課後児童健全育成事業補助金（第４回） 2,498,000 意見 E 5- 4

生涯学習課
令和５年度のびるんｄｅスクール６月実施分特別教室
講師謝礼

8,230,000 － －

生涯学習課
令和５年度　江比間野外活動センター負担金（上半期
分）

5,654,000 － －

生涯学習課 豊橋市校区二十歳の集い開催業務委託 6,156,000 － －
生涯学習課 豊橋市校区二十歳の集い開催業務委託 0 － －
生涯学習課 豊橋市地区市民館道路案内標識取替修繕 12,276,000 － －

生涯学習課 民営児童クラブ利用料助成（前期） 6,954,500
意見
意見

E 5- 3

生涯学習課 豊橋市校区二十歳の集い開催業務委託（追加支払分） 360,000 － －
生涯学習課 豊橋市校区二十歳の集い開催業務委託（追加支払分） 0 － －
生涯学習課 令和５年度少年愛護センター補導委員謝礼 953,500 － －
生涯学習課 民営児童クラブ利用料助成（後期） 6,128,500 上に同じ 上に同じ
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所属名 件名 支出金額
指摘
意見

番号

美術博物館
多目的屋内施設整備緊急発掘調査発掘調査業務（前払い
分）

241,120,000 － －

美術博物館 星野眞吾・高畑郁子美術振興基金積立金 170,000,000 － －
美術博物館 吉田城址確認緊急調査支援業務委託 6,732,000 － －

美術博物館
令和５年度二川宿本陣まつり開催実行委員会補助金（第
１回分）

1,000,000 指摘 E 6- 1

美術博物館
令和５年度二川宿本陣まつり開催実行委員会補助金
（第２回分）

3,500,000 上に同じ 上に同じ

美術博物館 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託 2,200,000 － －
美術博物館 美術博物館美術資料 12,500,000 － －

美術博物館
重要文化財東観音寺多宝塔建造物保存修理（防災設備
等）

647,000 － －

美術博物館 豊橋市美術博物館資料保存生物環境調査等委託 2,530,000 － －

美術博物館
史跡瓜郷遺跡公園整備事業に係る土地購入（前払い）
仙田信雄

22,468,000 － －

美術博物館
史跡瓜郷遺跡公園整備事業に係る土地購入　仙田信雄
完了払分

9,630,500 － －

美術博物館
史跡瓜郷遺跡公園整備事業に係る物件移転補償（前払
い）　仙田信雄

3,041,000 － －

美術博物館
史跡瓜郷遺跡公園整備事業に係る物件移転補償　仙田信
雄　完了払分

1,303,994 － －

美術博物館 「ブルターニュの光と風」展開催経費負担金 8,000,000
指摘
指摘
指摘

E 6- 2

美術博物館 「ブルターニュの光と風展」図録 1,567,800 指摘 E 6- 3
美術博物館 豊橋市美術博物館ロゴ入りグッズ 169,700 意見 E 6- 4

美術博物館
重要文化財豊橋ハリストス正教会聖使徒福音者馬太聖堂
保存修理事業

3,605,000 － －

科学教育センター スカイスクリュー等 314,000 指摘 E 7- 1
科学教育センター 科学実験キット等 203,950 上に同じ 上に同じ

科学教育センター
プラネタリウム投映用プロジェクターシステム賃貸借
（４月分）

129,283 － －

科学教育センター
地下資源館資料管理用コンピュ―タシステム賃貸借業務
（４月分）

11,275 － －

科学教育センター デジタル補助投影システム賃貸借（４月分） 59,950 － －
科学教育センター 電気自動車（軽貨物自動車） 2,940,000 － －
科学教育センター プラネタリウム番組制作及び組込業務 6,479,000 － －
科学教育センター 共済費（令和　５年１２月分） 688,610 － －
科学教育センター 視聴覚教育センター建築物及び建築設備定期点検業務 3,460,000 意見 E 7- 2
科学教育センター 地下資源館建築物及び建築設備定期点検業務 2,920,000 上に同じ 上に同じ

科学教育センター
視聴覚教育センター・地下資源館　冷暖房設備保守点検
委託業務

185,000 － －

科学教育センター 視聴覚教育センタートイレ防臭委託業務 94,380 － －
科学教育センター 地下資源館トイレ防臭委託業務 51,480 － －
科学教育センター 視聴覚教育センター廃棄物収集運搬業務委託（２月分） 13,200 － －
科学教育センター 電気自動車（軽貨物自動車） 2,940,000 － －

科学教育センター
地下資源館低濃度ＰＣＢ含有単相変圧器収集運搬及び処
分委託業務

516,450 － －
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指摘
意見

番号

国保年金課
母子父子家庭等医療費　現物給付　令和５年８月診療分
５，７３５件

20,868,701 － －

国保年金課
子ども医療費　現物給付　令和５年８月診療分　５５，
１３１件

129,340,486 － －

障害福祉課
障害児看護支援事業委託業務（特別支援教育推進事業
費）（医師会４月分）

111,400 － －

障害福祉課
障害児看護支援事業委託業務（特別支援教育推進事業
費）（ｈＥｄｇｅ４月分）

233,000 － －

障害福祉課
障害児看護支援事業委託業務（特別支援教育推進事業
費）（みらい４月分）

121,100 － －

障害福祉課
障害児看護支援事業委託業務（特別支援教育推進事業
費）（鈴木整形４月分）

111,900 － －

障害福祉課
障害児看護支援事業委託業務（特別支援教育推進事業
費）（リハトケア５月分）

109,700 － －

障害福祉課
障害児看護支援事業委託業務（特別支援教育推進事業
費）（雅５月分）

72,000 － －

建築課 新吉保育園移転整備基本及び実施設計業務（完了払金） 13,574,000 － －
建築課 美術博物館改修整備工事（詳細設計付）しゅん工払金 887,790,000 － －
建築課 美術博物館改修整備工事（詳細設計付）しゅん工払金 30,580,000 － －

建築課
美術博物館改修整備工事（詳細設計付）に関するモニタ
リング支援業務（完了払金）

7,865,000 － －

建築課 二川宿本陣資料館大規模改造に伴う管工事（前払金） 23,760,000 － －
建築課 二川本陣資料館大規模改造工事（前払金） 36,000,000 － －
豊橋市立八町小学校 Ｓ２階教室壁掛扇増設補修工事 107,800 － －
豊橋市立八町小学校 Ｓ多目的室ＩＰインカム取付補修工事 264,000 － －
豊橋市立八町小学校 Ｋ　管理運営　防滴型ワイヤレスアンプ（ＣＤ付） 165,000 － －
豊橋市立豊城中学校 Ｋ　理振　電源装置　他 327,010 － －
豊橋市立豊城中学校 Ｋ　児童用　君のクイズ　始め１５３冊 409,487 － －
豊橋市立豊城中学校 Ｓ消火栓ポンプ逃し配管ゲートバルブ取替補修工事 143,000 － －
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第 3 （子育て事業）支出データに基づく監査の結果 

 

子育て事業について、令和 5年度の支出データに基づいて、監査対象案件

を抽出し、監査を実施した。 

結果は、以下のとおりである。 

 

D 1- 1 令和 5年度 豊橋市つどいの広場事業委託業務 第 1期分 4月分 

 

(1) 事業の概要 

子育て親子が交流するため気軽に集い、子育てに関する相談等も行うこと

ができる場を身近な地域に設置し、地域の子育て支援の充実を図る事業 

 

ア 回答部署：こども未来館 

イ 支出額：4,849,500円 

ウ 履行確認の方法： 実績報告書により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P48、49 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ9 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

つどいの広場事業委託料に係る精算額について 

つどいの広場事業委託料精算に伴う返還金として839,014円を精算してい

る。また、当該金額は受入額11,790,000円と決算額10,950,986円との差額か

ら算定されている。 

この点につき、収支決算書に記載の決算額10,950,986円に関して、領収書

等の裏付け資料を入手しているかどうかを確認した。また、要領等の中に、

領収書等を保管することや、豊橋市がいつでも確認できる旨の記載があるか
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どうかを確認した。 

結果、領収書等の裏付け資料を入手しておらず、また、要領等においても

豊橋市がいつでも確認できる旨の記載はされていなかった。 

過大請求等を防止するため、領収書等を入手すべきと考える。あるいは、

要領等の中に受託業者の決算額の内訳等をいつでも確認できる旨の記載を設

けるべきと考える。 
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D 1- 2 ここにこサークルサポーター及びサークル相談員（サークル訪問以

外の活動分）謝礼 令和 6年 3月分 

 

(1) 事業の概要 

地域の市民館等で子育てサポーターにより、 0～ 3歳の乳幼児とその保護

者が気軽に集い、遊びや育児情報の交換、仲間づくり等ができる交流の場を

提供する事業であり、一部の実施日では栄養士等相談員の派遣も行う 

 

ア 回答部署：こども未来館 

イ 支出額：144,500円 

ウ 履行確認の方法： 実績報告書により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P48、49 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ 8 

 

(2) 監査の結果（意見） 

謝礼の支払い頻度について 

 ここにこサークルサポーター及びサークル相談員に対する謝礼の支払いに

関しては、毎月振り込みが行われており、 3月の141件の振り込みのうち、

500円の振り込みが83件あるなど、500円の振り込みの割合が多くなってい

た。 

 業務負担の軽減や、振込手数料の削減のため、数カ月に 1度、まとめて支

払うなど、支払い回数の削減を検討することも有用であると考える。 
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D 2- 1 10／28 ヤングケアラー学生向けフォーラム 講師謝礼 

 

(1) 事業の概要 

市内大学の学園祭にて元ヤングケアラーを招き、講演及び学生とのトーク

セッションを行う 

 

ア 回答部署：こども若者総合相談支援センター 

イ 支出額：440,000円 

ウ 履行確認の方法： 当日の出演を現地にて確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P49 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ 9 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケートの実施について 

ヤングケアラー学生向けフォーラム事業に関連して、フォーラム参加者へ

満足度アンケート等を実施しているか確認した。 

結果、アンケートは実施されていなかった。 

実施した事業が市民にとって役に立ったか、改善すべき点はなかったかに

ついて、アンケートを実施し、またアンケート結果を部署内で共有し、翌年

度以降の改善の要否の検討につなげるべきであると考える。 

  



 140 / 186 

D 2- 2 豊橋市家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業10月〜 3月完了分 

 

(1) 事業の概要 

未就学児を養育する家庭や妊婦がいる家庭を対象に、育児不安やストレス

を軽減するため、豊橋市から受託したビジターが傾聴や助言を行いながら、

協働で家事支援や育児支援を行う事業 

 

ア 回答部署：こども若者総合相談支援センター 

イ 支出額：239,000円 

ウ 履行確認の方法： 委託業務実施報告書の提出にて確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P49 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ 9 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケートについて 

豊橋市家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業に関連して、利用者へ満

足度アンケート等を実施しているかを確認したところ、事業を委託した業者

自身が実施したアンケートを入手し、部署内で共有していた。 

この点につき、当該アンケートは、委託業者内の、直接事業を実施した者

とは別の者が実施していたものの、同一業者内であり、万一、委託業者に望

ましくない回答があった場合、豊橋市まで報告されないことも想定される。 

豊橋市として、利用者からの生の声を入手するためにも、直接、利用者に

アンケートを実施することが望ましいと考える。 

なお、利用者としては、アンケートへの回答負担が増えてしまうため、委

託業者からのアンケートは入手を継続するとともに、別途実施する豊橋市と

してのアンケートは、委託業者に満足したか等、アンケート項目を簡略化す
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る工夫が必要であると考える。 

 

 

D 3- 1 一時預かり事業（保育所等） 1回目 

 

(1) 事業の概要 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童について、保

育所等において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 

 

ア 回答部署：保育課 

イ 支出額：6,687,000円 

ウ 履行確認の方法：一時預かり事業実施状況報告書  

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P48、49 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P 8 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケートの実施について 

一時預かり事業（保育所等）に関連して、利用者へ満足度アンケート等を

実施しているか確認した。 

結果、アンケートは実施されていなかった。 

実施した事業が市民にとって役に立ったか、事業を実施した施設に改善す

べき点はなかったかについて、豊橋市が利用者に対して直接アンケートを実

施し、またアンケート結果を部署内で共有し、翌年度以降の改善の要否の検

討につなげるべきであると考える。 
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D 4- 1 令和 5年度 妊婦健康診査委託（扶助費）医師会分（市内分）10月

分 

 

(1) 事業の概要 

妊婦の健康保持・増進、異常の早期発見・早期治療を図るための健康診査

を実施する事業 

 

ア 回答部署：こども保健課 

イ 支出額：17,733,080円 

ウ 履行確認の方法：委託先より成果物及び報告書の提出により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P82、83 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

個人情報の取扱いについて 

豊橋「市内」の妊婦健康診査は、一般社団法人豊橋市医師会に委託してい

るが、実際の健康診査は、豊橋市医師会の構成員である、市内の医療機関が

実施している。 

この点につき、豊橋市と豊橋市医師会との間で締結した業務委託書第 4条

には、再委託の制限として、「あらかじめ発注者の書面による承諾を得たとき

は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。」旨の記

載があるが、発注者としての豊橋市が、再委託を承諾した旨の書類は確認で

きなかった。 

また、豊橋市と豊橋市医師会との間では、個人情報の取扱いについて詳細

に定め、個人情報取扱特記事項第 9条には「受託者が再委託する場合、再委

託先との間で、同等の内容の再委託契約を締結しなければならず、その写し
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を豊橋市に提出しなければならない」旨の記載があるが、当該写しは確認で

きなかった。 

豊橋市医師会と各医療機関は別組織であり、健康診査を利用した者の個人

情報は、各医療機関にも存在する。 

実際、豊橋「市外」の医療機関に妊婦健康診査を委託する場合には、個人

情報の取扱いについて、誓約書を入手しており、豊橋「市内」の各医療機関

についても、豊橋市医師会との間で締結した個人情報の取扱いと同等の取扱

いがなされていることを確認する必要があると考える。 
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D 4- 2 産後ケア事業業務委託料（ 8月分） 

 

(1) 事業の概要 

助産師等が施設や自宅で心身のケアや、授乳指導・育児相談等を実施し、

産婦の身体的回復・心理的な安定を図る事業 

 

ア 回答部署：こども保健課 

イ 支出額：1,135,800円 

ウ 履行確認の方法：委託先より報告書の提出により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P82、83 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（意見） 

ア アンケート結果の部署内の共有について 

産後ケア事業に関連して、利用者へ満足度アンケート等を実施しているか

確認した。 

結果、アンケート自体は実施されていたものの、アンケート結果につい

て、部署内で共有している旨の資料は確認できなかった。 

担当部署として、実施した事業が市民にとって役に立ったか、改善すべき

点はなかったかについて、アンケート結果を通して、部署内で共有した資料

を残し、翌年度以降の改善の要否の検討につなげるべきであると考える。 

 

イ 委託料の金額検討について 

産後ケア事業は、宿泊型・デイサービス型・アウトリーチ型があり、委託

料の金額が定められている。 

当該委託料の金額の妥当性については、中核市及び近隣市町の平均単価を
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参考に検討しているとのことであったため、当該資料を確認したところ、デ

イサービス型については令和 5年度の検討資料が確認できた。 

一方、宿泊型については、令和元年10月以降の検討資料は確認できなかっ

た。また、アウトリーチ型については、検討資料自体が確認できなかった。 

本来は、全ての産後ケア事業について、定期的に、委託料の金額の妥当性

を検討する必要があると考える。 
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D 4- 3 母子健康手帳（母子健康手帳交付関係） 

 

(1) 事業の概要 

妊娠届を提出した妊婦等に交付する、自身の健康管理や、子どもの健康管

理をするための手帳を購入 

 

ア 回答部署：こども保健課 

イ 支出額：418,000円 

ウ 履行確認の方法：委託先より報告書の提出により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P82、83 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

契約手続について 

母子健康手帳は、複数の会社が発行しているが、様式は様々であり、豊橋

市では、利用者の便宜を考え、従来から同じ会社の母子健康手帳を購入して

いる。また、これは地方自治法施行令第167条の 2第 1項第 2号の規定により

一者随意契約を行うものである。 

地方自治法施行令 

（随意契約） 

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意

契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 

： 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製

造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契

約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 
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この点につき、契約手続を確認したところ、当該会社から見積書は入手し

ていたものの、一者随意契約理由書が確認できなかった。 

本来、随意契約を行う場合には、一者随意契約理由書を作成し、承認され

た後に購入する必要があり、承認されない場合には、競争入札等を行うこと

となるため、改善が必要と考える。 
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D 4- 4 産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支援）業務委託 3月分 

 

(1) 事業の概要 

育児や日常生活の負担が大きい多胎妊産婦等に対し、育児サポーターを派

遣し、日常生活の不安や孤立感等に対応した支援を実施する事業 

 

ア 回答部署：こども保健課 

イ 支出額：21,900円 

ウ 履行確認の方法：委託先より報告書の提出により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P82、83 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P31 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケートの実施について 

産前・産後サポート事業（多胎妊産婦等支援）に関連して、支援者へ満足

度アンケート等を実施しているか確認した。 

結果、アンケートは実施されていなかった。 

実施した事業が市民にとって役に立ったか、改善すべき点はなかったかに

ついて、アンケートを実施し、またアンケート結果を部署内で共有し、翌年

度以降の改善の要否の検討につなげるべきであると考える。 
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D 5- 1 令和 5年度 障害児等療育支援事業実施委託 第 4回分 

 

(1) 事業の概要 

障害児等療育支援事業について、以下の委託業務 

・在宅支援訪問療育等指導事業 

・在宅支援外来療育等指導事業 

・地域生活支援事業 

・施設支援一般指導事業 

 

ア 回答部署：こども発達センター 

イ 支出額：2,387,862円 

ウ 履行確認の方法： 実績報告書により確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P91 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ34 

 

(2) 監査の結果（意見） 

アンケート結果の部署内の共有について 

在宅支援訪問療育等指導事業及び施設支援一般指導事業に関連して、訪問

先や支援先へ満足度アンケート等を実施しているか確認した。 

結果、アンケート自体は実施されていたものの、アンケート結果につい

て、部署内での共有はなされていなかった。 

本来、担当部署として、実施した事業が市民にとって役に立ったか、改善

すべき点はなかったか、アンケート結果を通して共有し、翌年度以降の改善

の要否の検討につなげるべきであると考える。 
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第 4 （教育事業）支出データに基づく監査の結果 

 

教育事業について、令和 5年度の支出データに基づいて、監査対象案件を

抽出し、監査を実施した。 

結果は、以下のとおりである。 

 

E 1- 1 豊橋市中央図書館建築物及び建築設備定期点検業務委託 

 

(1) 事業の概要 

建築基準法第12条に基づく建築物及び建築設備の定期点検業務の委託 

 

ア 回答部署：図書館 

イ 支出額：3,850,000円 

ウ 履行確認の方法：業務内容及び報告書を確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

点検結果を踏まえた検討について 

中央図書館は、毎年、建築物及び建築設備の定期点検を実施している。ま

た一方で、将来の大規模改修を予定している。 

令和 5年度の定期点検報告書を確認したところ、複数の要是正項目があっ

たため、個々の要是正項目ごとに、大規模改修時の対応でよいか、あるいは

緊急に対応する必要があるか否かについて、図書館として検討は行ったとの

ことであったが、資料では確認できなかった。 

将来の大規模改修が予定されている場合、現時点での個別の修繕等は効率
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的ではないが、一方で、万一、大規模改修前に不測の事態が起こった際、利

用者への影響はあるか、緊急に対応が必要かについては、図書館として、検

討内容を資料として残すことが望ましいと考える。 

なお、点検報告書の一部抜粋は、次のとおりである。 

 

 



 152 / 186 
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E 2- 1 令和 5年度 大型映像デジタル番組組込・宣伝業務（ 1回目） 

 

(1) 事業の概要 

大型映像の番組映像及び音声デジタルデータを当館の映像機器システムに

組み込む事業。また、大型映像の宣伝を行う事業 

 

ア 回答部署：自然史博物館 

イ 支出額：8,000,000円 

ウ 履行確認の方法：豊橋市契約規則に基づき履行確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P56、57 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ152、153 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

選定委員会の構成について 

豊橋市自然史博物館大型映像番組選定委員会の構成について「豊橋市自然

史博物館大型映像番組選定委員会設置要綱」を確認したところ、「委員長及び

委員は、豊橋市教育委員会が委嘱し又は任命する学校教育、映像・映画等に

関する学職経験者及び豊橋市自然史博物館長」と定められていた。 

この点につき、当該要綱には、プロポーザル対象会社と特別な利害関係を

有する者を除く等の規定は含まれていなかった。 

より公平性を高めるため、選定委員会の構成を決定する際には、特別な利

害関係を有する者を除く等の規定を含めるべきであると考える。 
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E 3- 1 学齢簿・就学援助システム用端末機器等賃貸借（3602） 2月分 

 

(1) 事業の概要 

学齢簿・就学援助システムの端末機器賃貸借 

 

ア 回答部署：学校教育課 

イ 支出額：412,668円 

ウ 履行確認の方法：請求書を徴収 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：－ 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：－ 

 

(2) 監査の結果（意見） 

文書保存期間の取り扱いについて 

「豊橋市文書取扱規程」第18条第 2項の定める別表第 1において、行政事

務の施策に関する文書や行政執行上参考資料となる文書について、主なもの

は10年、軽易なものは 3年、その他は 5年の保存期間が定められている。 

この点につき、「主なもの」や「軽易なもの」と判断する基準が定められて

おらず、豊橋市の文書事務の手引や文書法務FAQの決裁規程に関する軽易・定

例等の判断を参考に、各課の判断に委ねられているため、豊橋市として統一

的な運用をするためにも、判断指針を定めることを検討する必要がある。 

また、上記の支出額は、契約期間が令和 6年 3月31日までの 5年間、契約

金額24,760,080円の契約に基づく月額であり、契約書については支出伝票に

関係するものとして保存されていると考えられるが、平成30年度の起案文書

は、令和 5年度末に保存期間の 5年が到来したため、令和 6年度に廃棄され

ている。 

この点につき、契約を締結するに至った経緯等を確認する手段を残すた



 155 / 186 

め、契約期間が継続している限りその起案文書についても合わせて保管する

ことが望まれる。 

なお、上記については、現状の豊橋市の定めに反する取り扱いではない

が、文書を保存することで将来的にどのように活用できると考えるか、豊橋

市の考える文書保存の目的に応じたルールの明確化が必要と考える。 
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E 3- 2 学齢簿・就学援助システム開発業務委託（住民記録システム標準化

対応） 

 

(1) 事業の概要 

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動に必要とされる学

用品購入費の補助 

 

ア 回答部署：学校教育課 

イ 支出額： 1,798,500円 

ウ 履行確認の方法：委託業務完了報告書にて確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：－ 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：－ 

 

(2) 監査の結果（意見） 

随意契約内容の公表について 

本件委託業務は、既に開発・運用されている学齢簿・就学援助システムと

連携している住民記録システムの標準化対応に伴うシステム改修及び動作テ

ストであり、システムの開発元しか行うことができず、開発元以外の第三者

に履行させることができないため、地方自治法施行令第167条の２第1項第2号

の定めにより「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないも

の」であると判断し随意契約としている。当該判断については、「豊橋市随意

契約ガイドラン」（平成30年 6月改訂 契約検査課）の 4.随意契約ができる場

合の例示として「⑦ 電算システムについて、当該システムの特許権、著作権

その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできない改造、改良、保

守、点検等を実施する場合」の記載とも整合している。 

随意契約に関しては、委託業務の円滑な執行と透明性を図ることを目的
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に、「物品の調達業務及び委託業務に係る入札結果等の公表事務取扱要領」の

第 7条により、入札結果等の公表の規定を準用し、豊橋市契約規則第52条に

定める額を超える随意契約について公表するものとされており、当該契約に

ついても、学校教育課窓口において「入札結果等の公表」として、文書閲覧

方式により確認することができる。 

しかし、開示の方法は、窓口における文書閲覧方式のみであり、文書閲覧

により随意契約が開示されていることについてはホームページなどで明示さ

れておらず、市民への周知は図られていない。また、公表文書の記載内容に

ついては、随意契約である旨や随意契約とした理由も開示されていない。 

この点、名古屋市では契約手続の透明性・公正性・競争性をより高めるた

めの取組みとして、随意契約を行った場合は、少額のものを除きその理由な

どを公表しており、都城市でも、契約手続の透明性の向上を図るための取り

組みとして、平成25年1月から随意契約案件の随意契約理由を公表しているな

ど、随意契約に関する開示を行っている自治体もある。 

豊橋市においても同様に、契約手続の透明性・公正性・競争性の向上を図

るため、随意契約として理由などの開示を検討することが望まれる。 
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E 4- 1 令和 5年度給食補助等委託業務（ 2月分） 

 

(1) 事業の概要 

主に学校給食物資の発注及び支払業務の委託事業等 

 

ア 回答部署：保健給食課 

イ 支出額：181,838,669円 

ウ 履行確認の方法：委託契約先より提出される業務実施報告書、物資調

達に関する請求書並びに委託契約先及び各学校給食センターより提出

される食数集計表 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：P51 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P10 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

モニタリングの実施について 

豊橋市は、小中学校の給食事業のうち、一部の業務を公益財団法人豊橋市

学校給食協会（以下「給食協会」という。）に委託しており、その主な業務内

容は次のとおりである。 

ア 東部学校給食センターにおける給食補助業務 

イ 東部及び北部学校給食センターから配送される市立小中学校における

給食受入業務 

ウ 東部、南部、北部及び曙学校給食センターの学校給食物資購入業務 

このうち、ア 給食補助業務とは、学校給食センターにおける生鮮野菜類

の下処理業務及び使用済み食器・食缶類の洗浄業務をいい、イ 給食受入業

務とは、給食用パン、米飯、ソフトめん及び牛乳等を点検受領し、これを学

級別に区分すること並びに学校給食センターから配送される食器・食缶類を
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収めたコンテナ等の点検受領及び給食終了後の配送業者への受渡しをいう。

給食協会は毎月、豊橋市に対し完了検査報告書を提出し、豊橋市から業務内

容のチェックを受けている。 

上記アにおける東部以外の学校給食センター及びイにおける東部及び北部

以外の学校給食センターは、給食協会が受託していないためそれぞれア・イ

の各業務を実施する。 

市内の学校給食事業のうち、北部及び曙の各学校給食センターは、いわゆ

るPFI事業として、過年度よりその運営を民間企業に長期・包括的に委託して

いる。令和 6年度において、南部学校給食センターについても入札公告を行

っており、同様にその運営を民間企業に委託する方針となっている。北部及

び曙学校給食センター事業を受託した民間企業は、それぞれSPC（特別目的会

社）であり、実際の事業は当該SPC構成企業が行う。 

SPCは、四半期ごとにモニタリングシートに基づき豊橋市からモニタリング

を受け、事業主体として「適合」するかどうかチェックを受けている。その

チェック項目数は曙学校給食センターの運営企業の場合、運営編として85、

維持管理編として78に及ぶ。同様に北部学校給食センターについては、運営

について87、維持管理について50となっている。上記ア・イの業務について

も、チェック項目が設けられており、その業務の適切性が豊橋市によってモ

ニタリングされている。 

給食協会は毎月、豊橋市に対し完了検査報告書を提出しているとはいえ、

その様式はモニタリングシートと比較すると簡便的で、学校給食センターを

受託しているSPCと同程度のチェックを受けているかどうかについて、残され

た資料から確認することができなかった。公益財団法人とはいえ豊橋市とは

別組織であり、そこへ学校給食事業の一部を委託する以上、学校給食という

生徒・児童の健全な成長及び健康管理に責任を有する豊橋市としては、事業

遂行について何らかのチェックを要すると考えられるところ、民間企業より

も簡便的なモニタリングで済ませられるという合理的な理由を見出すことが

できなかった。少なくとも、受託したSPCと共通する業務に関しては、それと
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同等程度のモニタリングが必要ではないかと考える。 

 

 

E 4- 2 令和 5年度 曙学校給食センターサービス対価（委託料）第 4四半

期分、令和 5年度 北部学校給食センターサービス購入料Ｂ第 4四半期分 

 

(1) 事業の概要 

曙学校給食センターPFI事業に係る維持管理業務及び運営業務並びに北部

学校給食センターPFI事業に係る維持管理業務及び運営業務 

 

ア 回答部署：保健給食課 

イ 支出額：曙学校給食センター135,593,419円、北部学校給食センター

84,540,097円 

ウ 履行確認の方法：委託先から提出される業務報告書及び市のモニタリ

ング 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

ア モニタリングシートの様式について 

豊橋市にある 4つの学校給食センター（北部・東部・南部・曙）のうち、

北部及び曙は、いわゆるPFI事業として過年度に民間企業へ運営が委託され、

南部についても令和 6年度にその運営事業の入札公告が実施されており運営

事業者を選定しているところである。 

現在、北部及び曙学校給食センターは、SPC（特別目的会社）がその運営を

担っており、実際の業務はその構成企業が実施している。市は、SPCによる業
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務遂行状況を四半期ごとにモニタリングしており、その適合性を確かめてい

る。実際のモニタリングは、モニタリングシートに基づいて行われ、そのチ

ェック項目数は曙学校給食センターの運営企業の場合、運営編として85、維

持管理編として78に及ぶ。同様に北部学校給食センターについては、運営に

ついて87、維持管理について50となっている。 

今後、南部学校給食センターも民間事業主体による運営となり、市による

モニタリングが実施されると予想されるところ、学校給食センター事業には

共通点があるため、モニタリングシートを共通化するのが業務効率化の観点

から望ましい。もちろん、センターによってはチェックする必要のない項目

が含まれるものの、その点については「該当なし」と記載すれば足り、項目

に不足さえなければモニタリングシートとして十分であると考える。今後、

モニタリングシートの改訂が必要となるような事案が生じた場合でも、あら

かじめ様式を統一しておいた方がセンターごとに対応せずに済む分、効率的

な対応が可能となると考える。 

この点、豊橋市は、モニタリングシートの様式及び項目は、給食センター

ごとに運営事業者との協議のうえ作成したものであるとするが、そもそもモ

ニタリング実施主体は豊橋市であるはずで、だとすれば豊橋市側が必要な項

目を最終的に決するべきである。 

 

イ モニタリングの実施について 

北部及び曙の各学校給食センターの運営を担う各SPCは、それぞれに用意さ

れたモニタリングシート上において、各項目の自主点検をし点検内容の根拠

書類を明示したうえで、豊橋市からのモニタリングを受けることとなってい

る。 

モニタリングシートを閲覧したところ、モニタリングシートにて豊橋市側

は、書類を確認した旨の記載を確認することはできたものの、それによって

各項目につき、どういったモニタリングをしたのか判断の結果及びその過程

を確認することができなかった。現行のモニタリングシートの運用だと、各
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項目において要求される資料又は書類がそろっているかどうかだけをチェッ

クしているように見受けられる。 

少なくとも各項目について書類の作成状況だけのチェックではなく、各項

目の遂行又は充足状況までをチェック対象とするのであれば、判断結果及び

そこに至った過程を簡潔な記載でも構わないので書類に残すべきである。 
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E 5- 1 のびるんdeスクール管理運営業務委託料 

 

(1) 事業の概要 

各小学校に設置された放課後の新たな学びの場「のびるんdeスクール」の

運営管理のために必要な費用の支出 

 

ア 回答部署：生涯学習課 

イ 支出額：9,702,000円 

ウ 履行確認の方法：実施報告 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P54、P55 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P13 

 

(2) 監査の結果（意見） 

ア 事業効果の検証について 

のびるんdeスクールは、小学校児童の放課後の学びの場として各小学校で

運営されている。利用に当たり保護者及び児童は、ウェブ上で所定の登録及

び利用前月の15日までに当月の出席予定を入力する。活動内容は、自主学習

及び外部講師を招いてのスポーツ・カルチャー・アカデミーの各分野での体

験活動が予定されている。 

第 6次豊橋市総合計画によると、市は、2025年度の目標値として登録児童

割合50％を設定している。上記活動成果として、当該事業の定性的な目標を

設定することは困難であり、事業成果を定量的に把握すること自体は、合理

的であると考える。もっとも、登録児童割合のみだと毎回全員参加でもない

限り実際の利用者数と一致せず、それでは実際の活動規模を直接把握するこ

とができないことから、それをより直接的に反映させる指標として実際の利

用児童数又は利用延べ人数を用いることが望ましいと考える。  
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イ 管理運営業務委託料の予算配分について 

のびるんdeスクールは、各小学校に設置された運営委員会によって運営さ

れ、その管理運営業務委託料として、市から各校の運営委員会に対し消耗品

又は印刷費などの必要経費を支給している。各校の当該経費は、登録児童数

に応じて一定の算式に基づいて算出される。 

しかし、上述のとおり実際の利用者数は、登録とは別にその都度利用申込

みが必要となるため、実際の経費は活動規模に応じて支給されていると言い

難い状況にある。したがって、当年度の委託料を決定するに当たり、前年度

の参加者数を参照するなどしたうえで、当年度の開催規模を予測して支給し

たり、予測を超えた利用者数となった場合には不足分を事後的に支給するな

ど各校の実際の利用規模に応じた支給がなされることが望ましい。 
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E 5- 2 のびるんdeスクール開催運営サポート業務（ 2月分） 

 

(1) 事業の概要 

放課後の新たな学びの場「のびるんdeスクール」のスタッフとして、マニ

ュアルに従って他の指導員スタッフと連携して参加児童とふれあい、様々な

交流活動を実施するほか、活動場所への誘導や見守りなど運営の支援を行う

事業 

 

ア 回答部署：生涯学習課 

イ 支出額：2,909,306円 

ウ 履行確認の方法：業務実施報告 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P54、P55 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P13 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

サポート業務の人員配置について 

のびるんdeスクールの運営に際し外部講師と別に、運営サポート業務に当

たる人員を配置しており、当該人員は、公益社団法人愛知県シルバー人材セ

ンター連合会から派遣されている。各校の配置人数は、児童登録者数又は率

を基準として、同連合会との間の協議のうえで決定されるとのことである。

各校の配置人員数は、各校に配分される、前述「 E 5 -1 のびるんdeスクー

ル管理運営業務委託料」の大小とは必ずしも一致しておらず、同委託料金額

すなわち登録児童数が同程度の小学校であったとしても配置される人数はま

ちまちとなっている。 

この点について、仮に利用者数を見込んだうえで配置人数を決しているの

であれば、これを上述の管理運営業務委託料の支給額決定に反映させる余地
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があると考える。ただし、仮に実際の利用者数又はその見込みを反映したう

えで配置人員数を決しているのであるとすれば、市の支出である以上それを

内部で検討する証跡が残されているのが望ましいにもかかわらず、配置人員

数の決定に関する具体的な証跡は残されていなかった。 

そもそも、のびるんdeスクールの運営を市内で画一的に行うことなく、各

校において用品利用を厚くするかサポート人員数を厚くするか、などの裁量

的な運営を許容するのであれば、管理運営業務委託料金額とサポート人員配

置人数とは、必ずしも相関関係にある必要はない。しかし、豊橋市の予算を

配分する以上、そうした裁量を許容する場合は、少なくとも各校における運

営実態を市側で把握する必要があると考える。豊橋市側において、そうした

各校における運営に関する具体的な方針などを把握することなく、両者の金

額に相関が見られない現状においては、管理運営業務委託料又は人員に係る

人件費のいずれかに偏りが生じているとの疑念を抱かせかねない状況にあ

る。予算の適切な配分の観点からすると、管理運営業務委託料及びサポート

人員それぞれの予算配分を別個に検討するだけでなく、両者を総合したうえ

で運営の適切性を検討する必要があると考える。 
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E 5- 3 民営児童クラブ利用料助成（前期・後期） 

 

(1) 事業の概要 

市内の民営児童クラブに加入している児童の保護者のうち、母子父子世

帯又は兄弟姉妹で同時期に利用している等一定の要件を満たしている者に

対しクラブ利用料の助成を行う事業 

 

ア 回答部署：生涯学習課 

イ  支出額：前期6,954,500円、後期6,128,500円 

ウ 履行確認の方法：― 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：P54、P55 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P13 

 

(2) 監査の結果（意見） 

ア 正確な振込先口座情報の入手について 

豊橋市は、民営児童クラブに加入している児童の保護者のうち、一定要件

を満たしている者に対しクラブ利用料を助成している。当該制度のもとで

は、保護者は豊橋市に対し「豊橋市民営児童クラブきょうだい利用料助成金

交付申請書」を提出し、これに対し豊橋市は、支給要件を確認し該当者に対

し交付決定通知書を交付したうえで、申請書に記載された当該保護者の金融

機関口座情報に基づき助成金を振り込んでいる。 

令和 5年度の 1年間において、申請者により記載された口座情報 9件に誤

りがあったために当該件数分の振込みがやり直しとなった。 1世帯当たりの

助成額は数千円から数万円ほどであるところ、 1件のやり直しに要する銀行

振込手数料は880円となっている。やり直しに際し手数料に加えて、申請者か

ら再度正確な口座情報を入手するために追加の事務作業も生じる。 
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記載を誤ったのは申請者側であって豊橋市側による誤りではないとはい

え、追加的な経費及び事務負担をなくすよう努力することが業務効率化の観

点から望ましい。例えば、申請書に記載する口座情報と同じ範囲の記載、す

なわち口座番号や口座名義などが記載された通帳又はキャッシュカードの該

当箇所の写しを添付させるなど、申請に当たり正確な口座情報の入手に努め

ることが望ましい。 

 

イ 振込データの作成誤りについて 

豊橋市は、助成金を申請者に対し振り込むに際して、申請書に記載された

口座情報をもとに振込データを作成しそれを市の取扱金融機関に送付する。

金融機関は、送付されたそのデータに基づいて振込処理を行う。令和 5年度

の 1年間において、市の担当者が申請書の情報を誤って振込データに入力し

たために、振込みのやり直しとなったのが 1件あった。 

具体的には、金融機関種別で「信用組合」とすべきところ「信用金庫」と

取り違えてしまい、本来の振込先と取り違えた振込先とで同一の支店名が存

在したものの、取り違えた先に同姓同名の預金者がいなかったためいわゆる

誤振込みには至らなかった。本件は、振込不可でやり直しとなり再度データ

を修正のうえ、最終的に本来の申請者へ助成金が振り込まれている。 

本件とは別の申請書においては、データ入力の際に記載されたと思われる

本人又は第三者による蛍光マーカーによるチェック証跡が残されていたが、

本件の申請書上ではそのような証跡は残されていなかった。入力されたデー

タに対し、本人または第三者による事後的なチェックがなされることが望ま

しい。 

もっとも、豊橋市側の人員数や業務量の限界に加え人の手によるチェック

にも限界はあるところ、本件においては、申請者が本来の信用組合の名称を

略称で記載し、それが取り違えた先の信用金庫の名称と一致していたこと、

さらに申請書上、金融機関種別は正しく丸印がされていたとはいえ申請書上

の様式が「信組」「信金」とされていたことも重なって、一見どちらの金融機
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関が該当するのか紛らわしいという面もあった。今後、このようなミスをな

くすため申請書上で一見するだけで違いを分かりやすくするよう「信組」「信

金」とせず、例えば「信用組合」「信用金庫」又は「信組」を「信用組合」に

改め使用頻度が高いと思われる「信金」だけをそのままの記載に改めるな

ど、再発防止のために様式の記載についても変更を検討するのが望ましいと

考える。 
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E 5- 4 豊橋市放課後児童健全育成事業補助金（第 4回） 

 

(1) 事業の概要 

民営の児童クラブ運営に関する補助金事業 

 

ア 回答部署：生涯学習課 

イ 支出額：2,498,000円 

ウ 履行確認の方法：実施報告 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P54、P55 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P13 

 

(2) 監査の結果（意見） 

助成金申請書（算出内訳表）について 

民営児童クラブの運営にあたっては、豊橋市放課後児童健全育成事業補助

金交付要綱に基づき、運営者に対し助成金が交付されることとなっている。

交付額は、同要綱別表に具体的に定められ、交付申請書類に含まれる算出内

訳表上で算式が参照され適切に算出されるようになっている。 

令和 5年度の 1民営児童クラブにおいて、令和 4年度の算出内訳表に基づ

いて算出された助成金が申請され、そのまま当該クラブに対し助成金が交付

されていた。令和 4年度と同 5年度とでは算式に違いがなかったため、結果

的に令和 5年度の助成額は令和 5年度の要綱に基づき算出された金額で交付

されている。これに関し、令和 6年度の算出内訳表はすべて最新版への更新

がなされているとのことである。 

令和 4年度と令和 5年度との間における算出内訳表上の違いとして、 1事

業名で名称変更があり、令和 4年度は「放課後児童支援員等処遇改善臨時特

例事業」とされていたのが、令和 5年度は「放課後児童支援員等処遇改善事
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業（月額9,000円相当賃金改善）」へと変更されていた。両者は実質的に同一

と見てもよい事業で、これにより令和 5年度において令和 4年度の様式を用

いたとしても実質的な変更がなく結果として助成金額が適切に算出されたと

はいえ、仮に大きな制度変更があった場合、変更前後で助成金額が大きく変

わることもありうる。交付決定に際して申請様式は、常に最新様式であるか

どうかまで確認を徹底するのが望ましいと考える。 
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E 6- 1 令和 5年度二川宿本陣まつり開催実行委員会補助金（第 1回分・第 

2回分） 

 

(1) 事業の概要 

二川宿本陣まつりの「大名行列」に係わる補助金 

 

ア 回答部署：美術博物館 

イ 支出額：第 1回分1,000,000円、第 2回分3,500,000円 

ウ 履行確認の方法：実績報告書 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：P39 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

補助金の使用方法について 

二川宿本陣まつりは、令和 5年11月 5日に「二川宿本陣まつり開催実行委

員会」が主催し、豊橋市から4,500,000円の補助金が支出されている。 

「二川宿本陣まつり開催実行委員会」の収支決算書と領収書綴を確認した

ところ、補助金額4,500,000円の全額を使い切っていたが、令和 5年11年29日

に63円はがき34枚、10円切手 5枚、 2円切手 2枚、 5円切手 1枚、合計2,201

円分を購入していた。 

まつり終了後に購入した2,201円分のはがきや切手が、令和 5年度のまつり

のために使用されたか否かは疑義が残るが、はがきや切手の受払台帳は確認

できなかった。 

仮に、翌年度のまつりに使用する目的で購入している場合、予算消化のた

めに徒に事務負担をかけるよりも、翌年度の補助金で改めて購入すべきであ

ると考える。あるいは、委員会として、はがきや切手の受払台帳を整備し現
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物管理するとともに、所管課としても管理状況を確認すべきであると考え

る。 

 

 

E 6- 2 「ブルターニュの光と風」展覧会の開催支出 

 

(1) 事業の概要 

展覧会の開催のための支出 

 

ア 回答部署：美術博物館 

イ 支出額：8,000,000円 

ウ 履行確認の方法：展覧会の開催 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：P100 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

ア 予算執行の区分について 

豊橋市美術博物館では、リニューアルオープン記念展として、令和 6年 3

月 1日から 4月 7日の間、「ブルターニュの光と風」展覧会を開催している。 

また、展覧会の開催にあたり、主に次の業務を依頼するため、相手先業者

と協約書を締結し、予算執行区分上、「負担金」として8,000,000円を支出し

ている。 

・作品所蔵者との作品出品についての折衝 

・作品の集荷、輸送、搬入、展示、撤去、搬出、返却作業 

・保険の付保 

・キャプション、パネル等の制作 等 
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この点につき、当該展覧会開催のための支出について、「負担金」として予

算執行することが妥当か、財政課に確認したところ、「負担金」による支出

は、次の(1)、(2)の考え方に基づく旨の回答があった。 

(1) 法令等に基づき、国、他の地方公共団体等が行う特定事業や活動に対

し、経費の全部または一部を負担する義務的な支出 

(2) 任意に各種団体を地方公共団体が構成する場合、その団体の必要経費

に充てるため、構成各団体が取り決めた費用を負担する任意的な支出 

展覧会は、豊橋市美術博物館のリニューアルオープン記念としての展覧会

であり、また、相手先業者との協約書を確認したところ 、展覧会開催のため

の支出は、 (1)の「国、他の地方公共団体等が行う特定事業や活動に対し、

経費の全部または一部を負担する義務的な支出」や、(2)の「任意に各種団体

を地方公共団体が構成する場合、その団体の必要経費に充てる」ための支出

ではなかった。 

したがって、支出時の予算執行の区分としては、「負担金」ではなく、「委

託料」が適切であったと考える。 

 

イ 相手先業者の選定方法について 

展覧会の開催にあたり、見積合わせや、 一者随意契約等、相手先業者をど

のように選定しているかを確認したところ、見積合わせ等は行われておら

ず、 一者随意契約についても「企画会社から提案のあった展覧会であるた

め、その企画会社との業務提携となり、一者随意契約は取り交わしていな

い。」旨の回答があった。 

また、契約執行伺書による決裁についても、以下の「豊橋市予算決算規則

第57条第 1項及び第 3項に該当しないため、第 5項に定める契約執行伺書に

よる決裁は必要ない。」旨の回答があった。 

豊橋市予算決算会計規則 

（支出負担行為） 

第 57 条 主務課長は、物品の購入修繕について支出負担行為をしようとす
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るときは、物品購入（修繕）依頼書により、財務部契約検査課長（以下

「契約検査課長」という。）に依頼しなければならない。 

2 主務課長は、工事（工事に伴う委託及び施設、設備等（物品を除く。）

の修繕を含む。次項において同じ。）の施行について支出負担行為をしよう

とするときは、工事等施行依頼書により、環境部、産業部、建設部、都市

計画部又は総合動植物公園の工事担当課長に依頼してその手続をしなけれ

ばならない。この場合、工事担当課長は、工事等施行伺書（兼契約依頼

書）により、所定の決裁を経なければならない。 

3 前項の場合、工事担当課長は、当該工事の契約に関する事務を契約検

査課長に依頼するものとする。 

4 主務課長は、事務の委託等について支出負担行為をしようとするとき

は、当該事務の入札及び見積書の徴取については、契約検査課長に依頼す

ることができる。 

5 契約検査課長は、第１項及び第３項の依頼を受けた場合には、契約執

行伺書又は契約締結伺書により、所定の決裁を経なければならない。 

確かに、当該支出が、「負担金」による予算執行の場合には、見積合わせ

や、 一者随意契約依頼書・契約執行伺書の決裁は不要である。 

ただ、当該支出は、本来は、「負担金」ではなく「委託料」の予算区分で執

行すべきであり、この場合は、相手先業者を選定するにあたり、少なくとも

一者随意契約依頼書の作成及び決裁は必要であったと考える。 

 

ウ 支出金額の妥当性について 

相手先事業者のホームページを確認したところ、「ブルターニュの光と風」

の展覧会は、同様のテーマで、別の時期に、福島県や静岡市・広島県等でも

開催されていた。 

そこで、相手先事業者への支出金額の妥当性を確認するため、契約前に、

他の自治体等の支出金額の情報を入手しているかを確認したところ、資料の

確認はできなかった。 
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本来は、契約前に、他の自治体等の情報の有無を確認し、作成した資料を

回付して、所管課として支出額の妥当性を検討すべきであったと考える。 
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E 6- 3 「ブルターニュの光と風」展覧会の図録 

 

(1) 事業の概要 

展覧会の図録の購入のための支出 

 

ア 回答部署：美術博物館 

イ 支出額：1,567,800円 

ウ 履行確認の方法：納品物、納品書を確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：P100 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

購入価格の妥当性について 

「ブルターニュの光と風」展覧会の図録は、780冊を 1冊あたり2,010円で

購入している（780冊×2,010円＝1,567,800円）。 

前述しているが、同展覧会は、同様のテーマで、別の時期に、福島県や静

岡市・広島県等でも開催されており、図録も販売されている。 

そこで、購入価格の妥当性を確認するため、契約前に、他の自治体等の購

入価格の情報を入手しているかを確認したところ、資料の確認はできなかっ

た。 

本来は、契約前に、他の自治体等の情報を入手し、作成した資料を回付し

て、所管課として購入価格の妥当性を検討すべきであったと考える。 

なお、受払台帳を確認したところ、当該図録は、令和 6年 4月半ばから 9

月末までの販売はなく、279冊が残っているが、近隣の美術館に相互交換資料

として送付を行う予定とのことである。 
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E 6- 4 豊橋市美術博物館ロゴ入りグッズ 

 

(1) 事業の概要 

美術博物館で販売するロゴ入りグッズの購入 

 

ア 回答部署：美術博物館 

イ 支出額：169,700円 

ウ 履行確認の方法：納品物・納品書を確認 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当

するか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画＜令和 5年度から 7年

度＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

ア ホームページへのミュージアムグッズの掲載について 

購入したロゴ入りグッズは、トートバックとクリアファイルである。 

美術博物館では、インターネットのホームページでミュージアムグッズを

紹介しているが、当該グッズは紹介されておらず、ページは10年以上更新さ

れていなかった。 

美術博物館は営利活動を目的としていないことは承知しているが、ホーム

ページに掲載し、市民に適時に情報提供することが望ましいと考える。 

なお、ホームページの一部抜粋は、次のとおりである。 

（出典：https://toyohashi-

bihaku.jp/bihaku05/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%8

3%A0%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA/） 
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イ ホームページの適時更新について 

前述の事項に関連して、美術博物館のホームページを確認したところ、施

設概要上、既設部の竣工は昭和54年、増築部は平成28年の記載のみとなって

いた。また、沿革は平成28年以降の更新されておらず、ページは10年以上更

新されていなかった。 

ここで、美術博物館は、令和 4年 6月から令和 6年 2月まで長期休館し、

大規模改修を行い、令和 6年 3月 1日にリニューアルしている。 

予算規模では総事業費15億円を計上する一大プロジェクトであり、市民も

重大な関心を持っていると推測する。 

施設概要のページに加え、他のページも合わせて、改めてホームページを

見直し、市民に適時に情報提供することが望ましいと考える。 

（出典：令和 5年度予算書 P323） 

なお、ホームページの一部抜粋は、次のとおりである。 
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https://toyohashi-

bihaku.jp/bihaku06/%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%a6%82%e8%a6%81/ 
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E 7- 1 スカイスクリュー等・科学実験キット等（消耗品費） 

 

(1) 事業の概要 

学習教室参加者や来館者へ販売するためのキットの購入 

 

ア 回答部署：科学教育センター 

イ 支出額：スカイスクリュー等 314,000円 

     科学実験キット等 203,950円  

ウ 履行確認の方法：納品時に検査 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：P56-57 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：Ｐ14 

 

(2) 監査の結果（指摘） 

購入した物品の受払管理について 

購入した物品の受払管理・在庫管理の状況に関して、受払等の記録簿を閲

覧し、その管理状況を確認した。 

結果、今回のサンプルとして抽出したスカイスクリュー等の支出額314,000

円及び科学実験キット等の支出額203,950円に対応する受入数量が記録されて

おらず、年度末のみにおいて、現物の数量と一致する在庫数量を記録してい

るのみであった。また、修正後の受払資料においては、「R 5当初在庫」の数

量が修正されていたため、当初資料において年度初め時点の在庫数量は前年

度末の数量と一致していなかった。 

受払管理の実施により、あるべき在庫を把握し、実際の在庫数量との差異

を認識することで、紛失や盗難等の不適切な要因に基づく減少を把握するこ

とができるため、適時に購入等による増加を記録し、また、使用等による減

少を記録することが求められる。 
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E 7- 2 視聴覚教育センター・地下資源館建築物及び建築設備定期点検業務 

 

(1) 事業の概要 

建築基準法第12条に基づく建築設備の定期点検並びに結果表等作成業務 

 

ア 回答部署：科学教育センター 

イ 支出額：視聴覚教育センター分3,460,000円、地下資源館分2,920,000円 

ウ 履行確認の方法：完了届及び報告書の提出 

エ 「第 6次豊橋市総合計画」に該当する事業の場合は、何ページに該当す

るか：― 

オ 「第 6次豊橋市総合計画前期基本計画 実施計画<令和 5年度から 7年度

＞」に該当する事業の場合は、何ページに該当するか：― 

 

(2) 監査の結果（意見） 

予定価格の算出方法について 

入札による落札価格は、視聴覚教育センター分が3,460,000円、地下資源館

分が2,920,000円の合計6,380,000円である。（金額は全て税込。以下同じ） 

委託先の決定は入札により実施されているが、その予定価格については、

入札に参加している一事業者が提出した見積書の金額6,490,000円を基礎とし

て算定したものであり、予定価格と落札額の差額は少額であった。 

また、入札の結果、落札した事業者は、当該見積書を提出した事業者であ

り、他の入札者は予定価格超過であった。 

加えて、当該建築物定期点検業務は 3年ごとに行うこととなっており、前

回の令和 2年度に実施された入札における落札者も今回の落札者と同じであ

った。 

結果として、豊橋市にとって最も有利な契約額となっているが、予定価格

の近似値を知る見積書提出事業者は、入札において他の事業者より有利にな

ると考えられる。また、複数事業者の見積りを基礎とした場合、豊橋市とし
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てもより適切な予定価格の水準を理解する基礎となることから、複数事業者

からの見積書又は入札参加者以外の事業者による見積書を基に予定価格を算

出することが求められる。 
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第 6章 子育て・教育事業で使用するシステムの管理体制の監査の結果 

 

第 1 監査の視点 

 

豊橋市では、「豊橋市情報セキュリティに関する基本方針」、「豊橋市情報セ

キュリティに関する対策基準」、及び「豊橋市情報セキュリティに関する実施

手順」（以下、「基本方針類」と言う。）を定め、市民から預かっている個人情

報をはじめ、行政運営において重要かつ必要不可欠な情報を様々な脅威から

保護するため安全対策に積極的に取り組んでいる。 

 

本報告書のテーマである子育て・教育事業の財務事務の執行及び運営にお

いても個人情報等の取り扱いが伴うため、基本方針類の遵守が求められる。 

 

 

第 2 監査の対象としたシステムと取扱課 

 

監査の対象として、以下のシステムを選定した。 

監査対象システム 取扱課 

児童相談システム「ふれあい」 こども若者総合相談支援センター 

医科用電子カルテ等システム 

歯科用電子カルテシステム 

リハビリシステム 

こども発達センター 

保健衛生システム こども未来館 

学齢簿・就学援助システム 学校教育課 

MISALIO子育て 子育て支援課 

栄養管理システム 保健給食課 

MISALIO子ども子育て 保育課 
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第 3 主な監査手続 

 

監査対象システムの主管部署に質問書を送付し、人的セキュリティ対策、

技術的セキュリティ対策等の実施状況について回答を得た。また、監査対象

システム毎に定められている情報セキュリティ実施手順書の遵守状況につい

ての定期点検を各監査対象システムの情報システム管理者が実施することに

なっているが、当該定期点検が実施されていることを質問により確かめた。 

 

 

第 4 監査の結果 

 

指摘及び意見はない。 

 

 

以 上 


